
 

第 15 回静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 
 

日 時：令和 3 年 2 月 17 日（水）15:00～ 

場 所：Ｗｅｂによる開催 

 

議 事 次 第 
 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  

（１） 協議会の経過と今後の開催計画について 

（２） 令和２年度紙・パルプ輸送に関するアンケート調査報告及び実証事業 

について 

（３） ＫＰＩ事業について 

（４） 最近のトラック運送事業に関する取組等について 

 

３．その他 

トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の取組について（資料提供） 

 

４．閉 会 
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    トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方（案） 

資料２ 「静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」 

における実証事業 

資料３ 令和２年度 ＫＰＩ導入事業の報告 

資料４ 最近のトラック運送事業に関する取組等について 

資料５ 静岡労働局資料 
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令和３年２月作成

静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会の記録
【平成２７年度】

日　付 議　題　等 備　　　考

平成２７年 １．協議会設置
1 第１回協議会 8月7日 ２．長時間労働の実態調査の実施について

トラック実態調査
2 （トラック協会） ９月 トラック輸送状況の実態調査

3 荷主ヒアリング調査 10月、11月 荷主（元請け）ヒアリング

１．手待ち時間が生じている荷主に関する調査 ○トラック協会がこれまで協会員に行ってきた調査結果
4 第２回協議会 12月10日 ２．荷主（元請け）ヒアリング結果について ○協議会事務局が実施したヒアリング調査結果

３．パイロット事業の概要について
荷主調査

5 （中部運輸局） １２月 物流現場における課題と改善点の見える化事業

平成２８年 １．パイロット事業の概要
6 第３回協議会 3月4日 ２．トラック輸送状況の実態調査結果報告 （協議事項）

３．改善点の見える化事業の調査結果報告
４．パイロット事業の進め方について

【平成２８年度】
パイロット事業 平成２８年

7 候補事業者の報告 4月28日

（６／２４）日通総研大島部長と打合せ
（７／１９）運送事業者Ｂに調査事業の概要を再度説明
（７／２８）運送事業者Ｂ調査事業の荷主企業に調査事業の概
要説明

トラック協会が２０社、運転者１００名を対象に実態調査（全国集
計）

運輸支局、労働局がトラック協会の調査結果をもとに、５社を訪
問して「荷主（元請け）ヒアリング」を実施
（静岡県独自取り組み）

中部運輸局が荷主企業を対象に関係者のコミュ二ケーションを
観点に郵送により調査（２０３件）

静岡県パイロット事業候補事業者の２社を厚生労働省、
国土交通省に報告

パイロット事業候補の公募の実施と選考を事務局に委嘱するこ
とを決議

（６／２）運送事業者Ｂと当該運送事業者の荷主企業、及び運
送事業者Ａの事案荷主事業場に訪問して調査事業の概要説明

（５／９）運送事業者Ａ調査事業の荷主本社に訪問して調査事
業の概要説明

資料１－①
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パイロット事業 事業の予算割り振りの連絡をもって通知
8 対象事業者の 6月13日

決定の連絡
１．平成２８年度パイロット事業者２者の概要報告

9 第４回協議会 8月26日 ２．ＫＰＩ導入調査事業の実施について
３．平成２９年度パイロット事業候補事業者の募集

平成２８年度
10 ＫＰＩ導入調査事業 9月15日～ ４事業者募集に期限内に４事業者から申し出あり

協力事業者の募集 9月30日
○協議会の経過報告 トラック協会主催

11 10月20日 ○パイロット事業、ＫＰＩ導入調査事業の概要報告 トラック事業者２４３社、荷主企業３５社参加
○パネルディスカッション

平成２８年度
12 ＫＰＩ導入調査事業 10月20日 協力事業者４者に田村先生から説明

協力事業者説明会
平成２９年度

13 パイロット事業の募集 10月20日～ 期間内に応募なし
11月18日

１，協議会の経過報告
14 第５回協議会 12月15日 ２．パイロット事業の中間報告

３．ＫＰＩ導入調査事業の中間報告
平成２９年度 静岡労働局が候補荷主企業を選定

15 パイロット事業 1月27日 荷主企業にパイロット事業の説明 代表者から協力の承諾あり
荷主説明 （協議会事務局）
平成２９年度

16 パイロット事業 2月24日 実運送事業者にパイロット事業を説明、倉庫視察
運送事業者説明

１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
17 第６回協議会 3月10日 ２．パイロット事業の報告

３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．２９年度パイロット事業対象集団候補の決定

平成２９年度
18 パイロット事業 3月21日 平成２９年度静岡県パイロット事業候補事業者を

候補事業者の報告 厚生労働省、国土交通省に報告

物流フォーラム
２０１６

一般公募で応募がなかったことから、静岡労働局で対象者を選
定することになった。

厚生労働省から静岡県パイロット事業候補事業者の２
社について調査対象者とすることの連絡
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【平成２９年度】
平成２９年度 平成２９年
パイロット事業対象 4月10日 平成２９年度静岡県パイロット事業候補事業者に 事業の予算割り振りの連絡をもって通知

19 事業者の決定連絡 ついて調査対象者とすることの連絡

平成２９年度
20 ＫＰＩ導入調査事業 4月22日～ ４事業者募集に期限内に５事業者から申し出あり

協力事業者の募集 5月28日
平成２９年度 ○ＫＰＩについて田村先生より説明

21 ＫＰＩ導入調査事業 5月16日 ○平成２８年度参加事業者より事例発表
募集説明会 ○行政の支援施策について運輸支局より説明
平成２９年度

22 ＫＰＩ導入調査事業 6月1日 応募のあった５事業者から４事業者を決定 荷種、地域、応募理由等により事務局にて検討、決定
強力事業者の決定

１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
２．パイロット事業の報告

23 第7回協議会 7月24日 ３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．人手不足対策について
５．働き方改革、最近の施策等について
６．労働環境改善に係る広報について
〇適正な取引条件への改善について

24 9月7日 〇トラック運送における生産性向上方策について
〇中継輸送について
○パイロット事業の実施事例 トラック協会主催

25 10月31日 ○ＫＰＩ導入・取組事例 トラック事業者２６４社、荷主企業３２社参加
〇標準貨物自動車運送約款改正等の説明
１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
２．パイロット事業の報告

第8回協議会 11月20日 ３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．荷主向け広報について
５．生産性向上の取組について
６．標準貨物自動車運送約款の改正に伴う周知活動について

生産性向上セミナー

26

物流フォーラム
２０１７
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27 ２月～ 荷主向けリーフレットの作成および新聞へ広告掲載

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．パイロット事業の報告
３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．第8回中央協議会について

第9回協議会 3月12日 ５．コンサルティング事業について
６．３０年度ＫＰＩ導入調査事業について
７．荷主向け広報の実施状況について
８．働き方改革の動き等について

【平成３０年度】

29

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事対象事業者
の決定報告

平成３０年４月
平成３０年度静岡県コンサルティング事業候補事業者
について調査対象者とすることの報告

30
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
実施事業者の募集

５月１日～
　５月３１日

４事業者募集に期限内に４事業者から申し出あり

31
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
募集説明会

5月9日
〇ＫＰＩについて田村先生より説明
〇平成２９年度実施事業者より事例発表

32
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
実施事業者の決定

6月4日 応募のあった４事業者を決定

33

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第１回検討
会

6月27日
〇コンサルティング事業実施スケジュール
〇実態調査にあたっての事前準備確認

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡労働局、
静岡県トラック協会、静岡運輸支局

荷主向け広報

28
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34 第１０回協議会 8月2日

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．パイロット事業の報告
３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．コンサルティング事業の報告
５．ＫＰＩ調査事業の今後の進め方について
６．物流現場の視察について
７．自動車運送事業における「働き方改革」施策等につ
いて

35

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第２回検討
会

8月29日
○実態調査の結果報告
○実態調査の結果を踏まえた改善方策の方向性につ
いて

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡労働局、
静岡県トラック協会、静岡運輸支局

36

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第３回検討
会

10月17日
○運行データの確認
○トラック運転者の労働時間短縮に向けた施策抽出・
合意

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡県トラック
協会、静岡運輸支局

○輸送の効率化・生産性の向上に向けて トラック協会主催
○ＫＰＩ導入・好事例
○自動車運送事業の「働き方改革」について

38

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第４回検討

会

12月19日
○実証実験内容（計画、検証項目、スケジュール）の共
有

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡県トラック
協会、静岡運輸支局

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．平成３０年度コンサルティング事業進捗について
３．平成３０年度ＫＰＩ事業の進捗について
４．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働の改善に向けたガイドラインについて
５．働き方改革に関する状況について

39 第１１回協議会 1月15日

37 物流フォーラム 10月31日

○羽田クロノゲート見学 協議会委員、関東経済産業局、静岡県トラック協議会事務局40 物流倉庫視察 2月7日
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○実証実験結果共有
（・配車台数　・運転手拘束時間）

１．トラック業界を取り巻く当面する諸課題等について
２．働き方改革関連法に関する時間外労働の上限規 運送事業者　　９５社

2月26日 　　制について 荷主　　　　　　　 ２社
３．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働改善に向けたガイドラインについて
４．取引環境と長時間労働改善事例の紹介
１．協議会の経過と平成３０年度の開催計画について
２．平成３０年度コンサルティング事業の報告
３．取引環境と長時間労働改善に向けたガイドライン
　　について
４．最近のトラック行政の取組等について
５．トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の
　　取組みについて
１．トラック業界を取り巻く当面する諸課題等について 県下６団体
２．取引環境と長時間労働改善に向けたガイドライン
　　について

静岡県トラック協会、静岡運輸支局

３．荷主向けリーフレット
４．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働改善に向けたガイドラインについて

【令和元年度】
１．ホワイト物流推進運動について
２．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間 荷主企業21社　運送事業者13社　関係団体1団体
　　労働改善に向けたガイドラインについて 静岡運輸支局
１．協議会の経過と令和元年度の開催計画について
２．令和元年度アドバンス事業について
３．ＫＰＩ事業について
４．最近のトラック運送事業に関する取組について
５．トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の
取組について

〇ＫＰＩの概要、導入事例、活用ポイントを田村先生から
説明

47 ＫＰＩ導入セミナー 11月27日

46 第13回協議会 10月30日

44 ガイドライン周知活動
3月11日
3月18日

45
ホワイト物流推進運
動説明会

6月28日

43 第１２回協議会 3月14日

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡運輸支局

中部運輸局、静岡労働局、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ、遠州トラック、静岡運輸支局

41

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第５回検討

会

2月18日

42
ガイドライン周知セ

ミナー

静岡県トラック協会、会員事業者（９社１１名）、田村経営コンサ
ルティング
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実運送事業者、富士地区貨物運送協同組合
静岡県トラック協会、静岡運輸支局、コンサルティング事業者

◯アンケート調査の実施および集計 実運送事業者、富士地区貨物運送協同組合
静岡県トラック協会、静岡運輸支局、コンサルティング事業者

１．取引環境と労働時間の改善に向けたガイドライン (株)富士通総研、静岡県労働局、静岡運輸支局
　　について
２．「ホワイト物流」推進運動について
３．改正労働基準法のポイントについて

１．令和２年度富士地区における紙・パルプ輸送に関
する実証実験について

２．令和２年度ＫＰＩ（重要業績評価指標）診断の募集
について

◯アンケート調査の実施について事業者向けヒアリ
ングの実施

51

荷主と運送事業者
のためのトラック運
転者の労働時間短
縮に向けたセミナー
（中止）

3月9日

49
紙・パルプ輸送に関
する労働時間実態
調査ヒアリング

1月20日

48 ＫＰＩ導入セミナー 1月16日
〇ＫＰＩの概要、導入事例、活用ポイントを田村先生から
説明

静岡県トラック協会、会員事業者（２０社２２名）、田村経営コン
サルティング

52
第14回協議会
（書面会議）

３月

50
紙・パルプ輸送に関
する労働時間等実
態調査アンケート

２～３月

7/8



【令和２年度】
◯応募事業者のうち２社を選定 静岡県トラック協会、コンサルティング事業者

◯荷主・運送事業者との調整、実証事業の実施等 静岡運輸支局、静岡県トラック協会、コンサルティング事業者

54
紙・パルプ輸送に関
する実証実験

２～３月

53
令和２年度ＫＰＩ診断
事業者決定

１１月

8/8



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方（案）

第13回
地方協議会

第14回地方
協議会(書面)

「アドバンス事業（紙・パルプ輸送分野における課題の検証）」 「ホワイト物流実現国民運動の推進」

過去の実証事業（パイロット事業、コンサルティング事業）のフォローアップ 荷主等との連携強化

第12回中央協議会(延期)

「紙・パルプ輸送分野における実証実験」 「ホワイト物流実現国民運動の推進」

第15回
地方協議会

第11回中央協議会開催

第12回中央協議会開催

ガイドラインの普及

過去の実証事業（パイロット事業、コンサルティング事業）のフォローアップ 荷主等との連携強化

「紙・パルプ輸送分野における実証実験報告」 「ホワイト物流実現国民運動の推進」等

第16回
地方協議会

第17回
地方協議会

第18回
地方協議会

資料１－②



令和3年3月

第16回協議会 第17回協議会 第18回協議会

時期 令和３年４月 令和３年９月 令和４年２月

議題 １．協議会の経過報告 令和３年度中央協議会の協議内容により、 令和３年度中央協議会の協議内容により、
議題を決定する予定 議題を決定する予定

２．令和２年度紙・パルプ輸送に関する実証実験
　　結果の報告について

３．ＫＰＩ事業について

４．最近のトラック運送事業に関する取組等について

５．トラック運送業の働き方改革に向けた
　　厚生労働省の取組について

令和３年度　静岡県トラック取引環境・労働時間協議会　開催計画（案）



トラック輸送における取引環境・長時間労働改善に向けたロードマップ

2015
（平成27）
年度

2016
（平成28）
年度

2017
（平成29）
年度

2018
（平成30）
年度

2019
（令和元）
年度

2020
（令和2）
年度

2021
（令和3）
年度

2022
（令和4）
年度

2023
（令和5）
年度

2024
（令和6）
年度

①中央・各都
道府県に
おいて協議
会の開催

自
動
車
運
転
者
へ
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
適
用
開
始

②長時間労働
等の実態
調査、対策
の検討

③実証実験・
助成事業
の実施

④ガイドライン
の策定・普

及

⑤取引環境・
長時間労
働改善の
普及・定着

⑥KPI事業の
実施周知
普及

調査の

実施・検
証

パイロット事業の計画・検証、等

ガイドライン
の策定

パイロット事業(実証実

験)の実施、労働時間縮
減のための助成事業

普及・定着の促進

コンサル
ティング事
業の実施

助成事業の計画・検証

必要に応じ随時改訂

「ホワイト物流」推進運動の推進

協議会の開催

調査の

実施・検
証②

調査の

実施・検
証③

普及

※2023（令和5年）４月には、中小企業における月60時間超の
時間外労働の割増賃金率引き上げ

新たな方策
の検討

アドバンス
事業の実施

新たな方策の実施

ＫＰＩ調査事業の実施

報告書と
りまとめ

周知・普及の促進（セミナーの開催など）

実証実験
（紙・パルプ）

ＫＰＩ調査

事業の実
施



Copyright © 2021 Nittsu Research Institute and Consulting,lnc.

「静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間
改善地方協議会」における実証事業

資 料

令和３年２月１７日

株式会社日通総合研究所

【資料２】
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１．実証事業の目的

1

◼ トラック運転者は、他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあり、その背
景として、荷主都合による手待ち時間の発生など、取引上の慣行から労働時間の
短縮が進まない等の問題が挙げられる。

◼ 働き方改革関連法では、一般則の施行期日の５年後となる令和６年４月より、年
960時間の上限規制を適用。

◼ 国土交通省においては、厚生労働省とともに「トラック輸送における取引環境・
労働時間改善協議会」を中央及び全国47都道府県に設置。トラック運転者の労働
時間に関する実態調査や、労働時間の短縮に向けた実証実験（パイロット事業）、
適正な運賃・料金収受に向けた新たなルールの策定等の実施。

◼ 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラ
イン」（以下「ガイドライン」という。）を策定（平成30年）。荷待ち時間の長
い「紙・パルプ」については、平成30年に輸送分野毎に生産性向上及びトラック
ドライバーの労働時間改善に関する懇談会を設置され、懇談会での検討を受けて
令和２年には「荷主と運送業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向け
たガイドライン」が策定されている。

課題・
背景

目的

貨物自動車運送事業における生産性向上及び長時間労働の改善を図るため、
商習慣や物流面での課題等について、荷待ち時間が特に長い輸送分野とし
て紙・パルプ（家庭紙、洋紙・板紙）輸送における課題の改善策を検証す
るための実証実験や、実体面の把握・分析の深度化のための調査を実施す
る。
⇒貨物自動車運送事業者への周知、貨物自動車運送事業者の生産性向上等を促進する
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１）事業実施にあたっての前提事項

• 対象集団を中心として構成する話し合いの場（後述の「検討会」）を設置し、問題点の把握や改善
方法等について検討する。

• 検討会には弊社メンバーも出席し、会議の司会進行を行うとともに、関係者間の意見交換等を促す
ことにより課題の抽出や選定、改善へ向けた取り組みを具体化する。

• 実証実験に当たっては、貨物自動車運送事業における生産性向上及び長時間労働の改善につながる
よう、適切なサポートを実施する。

• 令和元年度に(一社)静岡県トラック協会にて実施した「静岡県地方協議会における紙・パルプ輸送
に関する労働時間等実態調査」【本調査は弊社が受託、実施】をもとに、富士地区の「紙・パルプ
輸送」を対象として実施する。

• 実証実験は、「静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の事務局におい
て選定された対象集団に対して実施するものとする。

• 具体的な実施件数としては各対象輸送分野から１件とする。

２）対象輸送分野

３）実証実験の実施

• 対象輸送である「紙・パルプ輸送」の課題及びその改善策を検証するための実証実験を実施し、そ
の成果をモデル事例として創出することを目指す。

２．実証事業の概要
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３．実証事業の手順と内容

3

実証実験
実施

■チェックリストの分析
■チェックリストによる自己
診断の実施

長
時
間
労
働
の
要
因
の
整
理

改
善
メ
ニ
ュ
ー
の
検
討

3月～
実証実験評価

2月～
実証実験の実施

1月中旬～
実態調査・分析

1月上旬～
実態調査準備

チェック
リスト
配布

チェック
リスト
回答

改
善
メ
ニ
ュ
ー
の
決
定

【第１回検討会】
■活動の背景・目的、全体スケ

ジュールの確認
■実態調査に向けた準備の依頼

・チェックリストの配布
・運行データの準備依頼

■現場実態の共有

【第２回検討会】
■改善メニューの提示
・現場実態と問題点の確認
・改善メニューの提示
・意見交換 等

【第３回検討会】
■改善結果のまとめ
・報告書案の提示
・今後の意見交換 等

検
討
会

調
査
実
施
内
容

■現場実態の一時把握
・現状の対象集団で意見交換を

行い、現場実態を整理、合意
の形成

・対象輸送の現場での課題につ
いて共有

・実証実験実施に向けた方向性
の検討

• 拘束時間、休息期間、運転
時間

• 荷待ち及び荷役・附帯作業
• 長時間労働時間に該当する

問題と要因
• 商慣行や取引環境による阻

害要因
• 長時間労働改善に向けた改

善要望 等

現場の詳細把握
・実態の聞き取り
・運転日報等による情報収集
・改善方法に関する意見交換

等

◼ 改善結果の把握
・運転日報による情

報収集
・効果の把握・検証
（KPIの設定）

◼ 継続的な改善の
取組み

・PDCAサイクルを
念頭に推進

• 立会による状況把握
• 成果の確認・分析
• 成果要因、または想

定の成果が生じな
かった場合の要因
等

改
善
結
果
の
と
り
ま
と
め

今
後
の
課
題
や
対
応
策
の
検
討

現地調査

「紙・パルプ輸送」
の品目別特性を整理

「紙・パルプ輸送」の
品目別の特性を踏まえ
たモデル事例を創出

現地調査

実証実験前 実証実験中または実証実験後

検討会は、３回程度の開催。
（必要に応じて開催の増減あり）
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○チェックリストの目的
• 対象集団におけるトラック運転者の労働時間の実態、荷主等からの受注の現状、労働時

間短縮の隘路等を把握する。

○調査の方法
• 参画する各事業場に対し、事前調査のためにチェックリストを配付、自己診断を実施。
• 長時間労働の原因や抑制の阻害要因等について整理・分析したう上で、実証実験の実施手法等につい

て検討。

【チェックリストの主な内容】
ⅰ) 拘束時間・休息期間・運転時間

・１日の拘束時間、１か月の拘束時間
・休息期間
・運転時間（２日平均での１日当たりの運転時間、２週間平均での１週間当たりの運転時間）、連続運転時間
・改善基準告示を遵守しているかどうかについて

ⅱ) 荷待ち、荷役・附帯作業
・荷待ち及び荷役・附帯作業の頻度や時間
・これらが長くなっている原因について

ⅲ) 改善を希望する事項
・トラック運転者の労働時間に関して、改善を希望する事項について

ⅳ) 見込まれる改善事項
・発注方法の改善によりトラック運転者の労働時間が改善されると思われる事項

ⅴ) その他改善の阻害要因
・商慣行や取引環境による阻害要因となっていると思われる事項等

４．チェックリストによる自己診断の実施
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５．現地調査の概要案

5

ア）実証実験前の対象現場の現状把握
• 輸送の内容、発注のタイミング、配車のタイミング
• 現場での作業状況、荷役作業の状況（手荷役かパレット荷役か）
• 現在の運賃料金の仕組み（手待ち料、荷役料などの負担状況等）
• 手待ち時間の発生の有無、手待ち時間が発生している場合の要因、

改善の余地や改善へのアイデア
• 手荷役の場合の理由、改善の余地や改善へのアイデア 等

イ）時間管理や作業管理の程度、手法、内容の把握確認と改善等
のアドバイス

※実証実験の対象の「物流現場の見える化」を図る。
• 現在の時間管理、作業管理の手法やレベルの把握確認
• 時間管理や作業管理が十分でない場合に、時間管理・作業管理の

重要性へのアドバイス
• 把握した実態と分析結果の基づいた長時間労働の抑制のための指

導・助言
• 導入が望まれる手法や内容へのアドバイス 等

ウ）当該輸送現場での課題の共有
• 改善基準告示が遵守されているかどうかが最重要ポイント
• 1日の拘束時間16時間超はもとより、同13時間超の場合でも13時

間以内とすることが必要との認識を現場で共有する。
• 実証実験の実施に向け、それぞれの立場でどのような改善を図れ

ば実現するかを、各現場の方々及び弊社のアイデア等をもとに具
体的な改善手法について指導、提案する。

• 実証実験前には、対象輸送の現場の実態の詳細把握が必要な場合は、関係者（発荷主、元請け運送事業
者、実運送事業者、着荷主当）に対する現地調査（聞き取りや現地視察等）を実施する。

• 実証実験中（または実証実験後）には、実証実験現場の立会、成果の確認・分析、今後の課題等を把握
する。

ア）実証実験の状況把握
• 実証実験の内容の確認、立会による状況把握
• 実証実験による成果の確認・分析
• 実証実験での成果要因、または想定の成果が生じなかった場合の

要因 等

イ）今後の本格実施に向け必要な取り組み等の協議・検討
• 現在の時間管理の手法やレベルの把握確認
• 時間管理が十分でない場合に、時間管理の重要性へのアドバイス
• 導入が望まれる手法や内容へのアドバイス 等

「物流現場の見える化」に向けた
時間管理・作業管理の手法

• 弊社が提供している「ドライバー労働時間管理ツー
ル（システム名称「どらたん」）及び「倉庫作業分
析ツール（システム名称「ろじたん」）の活用も想
定する。

※「どらたん」および「ろじたん」のシステム概要の
イメージは、別紙を参照。

実証実験前 実証実験中または実証実験後
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【実証実験の実施】

○実証実験の目的
• 検討会及び現地調査により把握、検討された

内容に基づき、実証実験を提案、実施する。
• 前述のように、本事業の実施に当たっては

「荷主企業の理解と協力」が極めて重要。
したがって実証実験の内容については、

➢参加する貨物自動車運送事業者と荷主の双方
がメリットを享受可能な内容を検討、実施す
る。

➢実証実験を実施する中で、不都合や修正すべ
き事項が発生した場合は、弊社と対象集団が
協議の上、実施内容の変更を行うこととする。

○実証実験における調整・管理
• 実証実験の実施に際しては現地管理等を行う

ほか、実証実験が期間内に滞りなく実施でき
るよう、関係者間の調整及び工程管理を行う。

○実証実験の費用
• 実証実験の実施において、固定資産以外で必

要となる費用については、実施内容に応じて
負担する。

【実証実験による効果の検証と更なる課題等の検討】

○運用継続の推進
• 本事業で実施する実証実験終了後も参加各企業が

継続的に改善に取り組むことを可能ならしめるた
め、事業実施に当たってはPDCAサイクルを念頭
に進めるものとする。

○実証実験による効果検証
• 実証実験による効果の把握・検証に当たっては、

検討内容に応じて重要業績評価指標（KPI：Key 
Performance Indicators）を設定するなどして、
その効果や達成状況について定量的に把握する。

○更なる課題等の検討
• これらを踏まえ、第３回検討会では検証結果を踏

まえたさらなる継続的な取組を検討、提言するも
のとするとともに、他の事業者の参考に供するこ
とを念頭に課題や解決策の一般化を念頭にとりま
とめを行う。

実証実験の対象現場に対し、現地調査（ヒアリング調査等）を実施し、実証実験全体を通した効果・検
証（課題の改善状況、実験成功または失敗の要因分析、今後の検討課題等）のとりまとめを行う。

６．実証実験の実施案①
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６．実証実験の実施案②

7

分野 KPI 定義（代表例） 備考

実車率
実車率（％）
　＝実車キロ÷走行キロ×100

車両のムダな空車走行を減らすために、稼働状況を計測する指標。

実働率
実働率（％）
　＝実働日数÷営業日数×100

 車両の非稼働を減らすために、稼働状況を計測する指標。

積載率
積載率（％）
　＝積載数量÷積載可能数量×100
　　（重量、容積、容積換算量）

車両の積載効率を改善するための指標。
ルート別、顧客別等に把握し、車格の見直し、配車・ルート見直し、物流条
件の見直し等に活用される。

平均積載率
平均積載率（％）
　＝輸送トンキロ÷能力トンキロ×100
　＝積載率×実車率×100

走行ルートの途中で積み卸しを行う際の積載率。

運行効率
運行効率（％）
　＝実働率×積載率×実車率×100
　＝実働率×平均積載率×100

運行効率指標は、どれか１つだけが高くても全体の効率が良いとは限らな
い。このため、実働率、実車率、積載率の各指標を乗じた指標（＝運行効
率）によって車両の効率性を総合的に判断する。

日次収支
日次収支
　＝1日当たりの収益－1日当たりのｺｽﾄ
　　（1台当たり）

車両１台毎に、日次の収支を算出し、配車・ルートの改善等に活用する。

出荷元待機時間
出荷元待機時間
　＝出荷元における待機時間の平均

出荷元で指定時間に到着したにも関わらず待機が発生する場合、その改善
のために待機の発生状況を計測するもの。

納品先待機時間
納品先待機時間
　＝納品先における待機時間の平均

納品先で指定時間に到着したにも関わらず待機が発生する場合、その改善
のために待機の発生状況を計測するもの。

コ
ス
ト
・
生
産
性

物
流
条
件

配
送
条
件

【トラック輸送の労働生産性等に関連する KPI の代表例】

資料：「物流事業者における KPI 導入の手引き」（国土交通省）をもとに作成
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紙・パルプ
（洋紙・板紙）

• 早朝指定が多く、荷受側で荷卸しのための順番待ちによる手待ち時間が生じている。

• 段ボールについては製品そのものでの差別化が難しいため、物流部分（輸送頻度、附帯作業、時間

指定等）による差別化が未だに競争条件となっており、ドライバーの長時間労働、待ち時間の長時

間化につながっており、ドライバーの作業負担も大きい。

• 着荷主側の都合により荷卸し時間が遅延したり、納入中止となる場合がある。

• 発荷主側の生産完了が遅れ、荷積みまでの荷待ち時間が発生する場合がある。

• 荷主側の施設にあわせて荷姿が決められているため、積載効率が悪い。

• ドライバーが荷積み時、荷卸し後に附帯作業を実施しているケースがある。

• 製紙産業では週、月、季節ごとに荷受側の需要量に変動があり、貨物自動車運送事業者はその多寡

に対応する必要があるため業務の平準化が困難であり、繁忙期の作業負荷が大きくなる。

• 注文確定から納品期限までの期間が短いため、効率的な配車が行えない。

• 着荷主からきめ細やかな多頻度少量配送が求められている。

• パレット化が進んでおらず、手荷役による作業負担が大きい。

７．対象輸送分野における課題等①（これまでの経験値から）
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• アンケート調査結果からは、静岡県下にて紙・パルプ輸送を行っている事業所の半数以上（42社中24社、57.1％）で
ドライバーの長時間労働が発生しており、長時間労働が発生している場所は、着荷主で最も多かった。また、発生して
いる長時間労働の程度は、発荷主、着荷主ともに「13～16時間」が最多であった。

• 長時間労働の発生原因としては、発・着荷主とも荷待ち時間、荷役時間などが主体となっている。富士地区においては、
帰り荷として古紙を輸送する事業者が多く、同じような運行パターンとなっていることから、着荷主にて古紙を降ろす
のに数時間の荷待ち時間の発生が指摘されている。

• 長時間労働の原因に対する対策への協力要請は、運送事業者から発荷主や元請け運送事業者には、比較的要請しやすい
一方で、着荷主への協力要請は難しいとする事業者が多い。発荷主としては、製品を顧客に届けて業務が完了するため、
ドライバーの長時間労働の改善に対し、積極的に関与する発荷主が比較的多いと考えられる。着荷主は、発荷主からみ
ると取引先であり、その取引先へは協力要請がしにくいこと、現状の物流条件等で未だに輸送できていることから、着
荷主の理解度が高くないものと考えられる。

• また、ヒアリング調査結果からは、運送事業者の荷主はメーカー物流（物流子会社）となるため、運送事業者からは真
の荷主に直接コンタクトできず、要望を伝えることが難しいとの意見も聞かれた。従って、将来の安定した輸送の供給
のためには、発荷主、元請け運送事業者、着荷主、および真の発荷主が一堂に会し、ドライバーの長時間労働の実態を
理解して、ともに改善に向けた取り組みを行っていく足掛かりとなるような、協議の場の設置が望まれる。

• 紙・パルプ輸送業界における長時間労働の改善には、発荷主だけでなく着荷主の協力が不可欠であり、具体的には以下
のような協力を求める声が多く聞かれた。

– 発注の平準化、運転以外の作業部分の分離、発荷主からの入出荷情報等の事前提供、高速道路の利用など。

– また、アンケートの自由回答やヒアリングからは、発注オーダーの締め切り時間の前倒しを発荷主に要請したいと
の意見も複数挙がった。

• 荷主の積極的な協力を仰ぐためには、現状の取引関係から、運送事業者からは要望を出しづらかったり、聞いてもらえ
なかったりする実態がみられるため、行政やトラック協会等から発・着荷主に対し、長時間労働の実態や改善基準告示、
将来の物流危機等を繰り返し説明することで、特に着荷主の意識を高める、また、待機時間が長く改善が見られない荷
主に対しては、強力な働きかけや指導を行うなどの取り組みも望まれる。

７．対象輸送分野における課題等②（昨年度調査結果から）



Copyright © 2021 Nittsu Research Institute and Consulting,lnc. 10

ドライバーの長時間労働に関する課題と改善方策

✓富士市の製紙会社における古紙の荷降ろしに非常に時間が掛かっている。
⇒ 着時間指定の緩和、予約受付システムの導入、荷主側の施設面の改善 等

✓ オーダーの受付締め切り時間が遅い
※特に段ボールの製造では製品の品質での差別化がしにくく、オーダーの発注締め切りの柔軟さや、物流の
取引条件での差別化が図られていると考えられる。
⇒オーダーの受付締め切り時間の前倒し、入出荷情報等の事前提供

✓複数荷主からの依頼があり、小口多種輸送が多く、手配の標準化等は難しい。
⇒集荷先や配送先の集約、共同配送

✓ 荷捌き場所がない納品先（製紙メーカー）もある。⇒荷主側の施設面の改善
✓ 車が集中する時間帯は、現在のバースやリフトの数では対応しきれない。 ⇒荷主側の施設面の改善

✓ 荷主側で改善意識が低いところが少なくなく、協力的でないケースも。⇒荷主（特に着荷主）の意識向上
✓ 運送事業者の立場から荷主（特に着荷主）には何も言えない。⇒話し合いの場の設置

ガイドラインの一層の周知徹底により発・着荷主と運送事業者の協力関係の構築が重要

７．対象輸送分野における課題等③（昨年度調査結果から）
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８．取組事例① 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）物流編」から
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８．取組事例② 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）物流編」から
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８．取組事例③ 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）物流編」から
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８．取組事例④ 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）物流編」から
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９．取組事例⑤ 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）物流編」から
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別紙１ ガイドライン
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別紙２ 「物流現場の見える化」に向けた時間管理・作業管理ツール例



令和2年度 ＫＰＩ導入事業の報告 令和3年2月17日（水）
田村経営コンサルティング事務所
田村隆一郎

• ＫＰＩ導入セミナー
令和2年1月16日開催
※希望者に個別相談会実施

• ＫＰＩ導入事業事業者説明会
令和2年4月24日開催予定 →新型コロナウイルスの影響で中止
（対象事業者 4社選定予定）

• 対象事業者決定
令和2年10月
※事業者 2社選定

• ＫＰＩ導入事業開始
令和2年11月より、2社に対し事業スタート

1

＜現在までの経緯＞



2

Ａ社
企業概要

• 大手鉄鋼商社の物流子会社。
• 車両台数はトレーラ（28ｔ）27台、大型（15ｔ）32台、小型17台。
• 本社（静岡）のほか、富山、千葉、新潟、福島、埼玉に営業所がある。
• 傭車比率は約75％。

経営上の課題とＫＰＩ • 従来、特にＫＰＩを活用した管理を行ったことがない。
• 課題として、①外販比率の拡大、②コスト削減による収益改善、③帰り便の確保、④安全教育の徹底といったものがある。特に親会
社依存から脱却し、外販比率を高めていくことが大きな課題となっている。

• 昨年度における親会社（鉄鋼商社）の輸配送業務の比率（売上比）は約94％となっている。（外販比率は約6％）

• 重点的に取り組む項目として、「外販比率の拡大」を図る。
• 親会社工場から鋼材の納入先へ製品を運んでいるが、その先の建築現場に配送を行うものがあり、その配送業務の受託を狙う。

＜設定したＫＰＩ＞
・ゴールのＫＰＩ…「外販比率」
・プロセスのＫＰＩ…「顧客への訪問件数」

• 外販のターゲットとなる顧客に対し、営業のアプローチを行うことで業務の受託につながる。

現状の取り組み状況 • 外販比率の目標を20％とする。
• 当面、主力となる本社（静岡）と千葉、新潟の営業所でＫＰＩの取り組みを進めている。
• 毎月、日別の行動計画を作成し、外販ターゲットなる顧客の訪問予定をスケジュール化している。

＜取り組み概要＞

親会社工場 納入先 建築現場
親会社業務 外販

訪問件数 外販比率
計画 実績 達成率

令和2年10月 本社
千葉
新潟

計 10.5%
令和2年11月 本社 9 5 56%

千葉 データなし データなし
新潟 24 9 38%

計 33 14 42% 8.0%
令和2年12月 本社 7 8 114%

千葉 12 12 100%
新潟 24 16 67%

計 43 36 84% 8.8%
令和3年1月 本社 16 11 69%

千葉 データなし データなし （一時中断）

新潟 35 14 40%
計 51 25 49% （集計中）

データなし データなし
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Ｂ社
企業概要

• 主に食品の輸配送を行っている。
• アイスクリーム、冷凍食品、日配品等の冷凍・冷蔵輸送を主力としている。
• 荷主は食品メーカー、スーパー等。
• 本社（静岡）のほか、埼玉に営業所がある。
• 車両台数は本社22台、埼玉5台。
• 本社のドライバーは約20名。
• 配送エリアは名古屋～静岡～埼玉。

経営上の課題とＫＰＩ • 従来、ＫＰＩを活用した管理は行っておらず、今回を機にＫＰＩマネジメントを進めていきたい。
• 特に、安全面、輸送品質に課題があり、車両事故、商品破損事故が続いている。

R1年度（H30年11月～R1年10月） 車両事故22件 商品事故39件
R2年度 （R1年11月～R2年10月） 車両事故23件 商品事故41件

• 今回の重点的な取り組みとして、本社を対象として安全面（車両事故）の改善を図っていく。
• 車両事故に関しては、走行中の事故と構内での事故があるが、特に構内での事故が多い。
• 安全に対してはドライバーの意識の問題が大きい。いかに意識を高めさせるかが課題となっている。

＜設定したＫＰＩ＞
・ゴールのＫＰＩ…「車両事故件数」
・プロセスのＫＰＩ…「面談実施率」、「安全宣言提出率」

現状の取り組み状況 • 従来、安全に対しては社内で3か月に1回研修を行っている。外部講師を招くなど、集合教育を実施してきた。（今期は新型コロナウ
イルスの影響もあり集合の機会を減らしている）

• ドライバーの意識を高めるために、個人での面談の機会を増やす。全ドライバーのうち、毎月20％以上のメンバーに個人面談を実
施する。

• 安全宣言については、会社が用意した宣言項目（全70項目）から各自が毎月一つを選び、面談時に選んだ項目の取り組み状況を
確認する。（安全宣言提出率は100％を目標とする）

• 12月から取り組みを開始し、12月度は面談実施率22％（ドライバー22名中5名実施）となっている。
• 安全宣言は12月より全従業員が実施している。

→各自の宣言を社内に掲示
• 事故の削減効果については当面推移を見ていく。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

最近のトラック運送事業に関する取組等について

令和３年２月１７日
中部運輸局 自動車交通部 貨物課

【資料４】
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【資料１】

最近のトラック運送事業に関する取組みについて



標準的な運賃について （告示：令和２年４月24日）

標準的な運賃は、ドライバーの労働条件（賃金・労働時間等）を改善し、持続的に事業を運営するための参考となる指標

元請け・下請けの関係 ⇒ 元請事業者の庸車費用等は考慮せず、 実運送にかかる原価等を基準に算出

車両費 ⇒ 環境性能や安全基準の向上を踏まえた車両への設備投資等ができるよう償却年数は５年で設定

人件費 ⇒ ドライバーの労働条件改善のため、全産業平均の時間当たりの単価を基準

帰り荷の取扱い ⇒ 帰り荷がないことを前提に実車率50％の前提で算出。

利潤 ⇒ 事業の持続的な経営のために必要な利潤を確保する観点から、自己資本に対する適正な利潤額を設定

運賃表の基本 ⇒ 貸切運送を前提に（１）距離制、（２）時間制の運賃表を設定

車種等の違い ⇒ 車格別（2t, 4t, 10t, 20t）にドライバン型のトラックを基準として算出

地域差 ⇒ 地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定

運賃と料金の考え方 ⇒ 高速道路料金やフェリー料金等については運賃と別に収受

基本的な策定方針

適正な原価・利潤の確保

今後は、標準的な運賃を実勢運賃に反映させていくことが重要
1



標準的な運賃の活用促進に向けた解説書（一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の届出に向けて）

「標準的な運賃」は令和２年４月24日に告示

今後は標準的な運賃が実勢運賃に反映されるよう、普及セミナー等を通じて事業者・荷主に浸透を図る

トラック事業者向けに、標準的な運賃の主旨・目的から、

実際の活用にあたって必要な諸手続までわかりやすくま

とめた解説書を（公社）全日本トラック協会と共同で作成

本解説書を使用した事業者向け説明会を全国で実施
（８月～）

標準的な運賃の浸透に向けては、荷主との実際の交渉に活用してもらうためのトラック事業者への理解促進がまずは重要

標準的な運賃の浸透に向けて

【解説書の主な内容】

標準的な運賃の主旨・目的

標準的な運賃の概要

標準的な運賃の活用に係る諸手続

運賃料金適用方の解説

標準的な運賃に関するQ＆A

今後は、荷主向けリーフレットの作成・セミナーの開催等を通じて荷主へ周知徹底を図る。 2



荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
（加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編）について

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラック
運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプライ
チェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送品
目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物流
について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参画し
て長時間労働の改善を図るため懇談会を設置。懇談会の検討の成果としてガイドラ
インを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性
• おわりに（サプライチェーン関係者へのメッセージ）

加工食品物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編3



各ガイドラインの概要

品目 主な課題 解決方策 今後の取組の方向性

加工食品 • 「１／３ルール」、年月日表示の賞味期
限等業界特有の慣習が存在

• 多種多様な製品サイズが存在
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業
⇒長時間にわたる荷役作業

• 賞味期限の年月表示化等による検品
作業の効率化

• QRコード等の活用による伝票情報の
電子化

• パレットサイズや外装サイズの統一、
外装表示の標準化

• 事前出荷情報の提供と伝票情報の電
子化の組み合わせ等による検品レス
の実現

• 物流標準化アクションプランに沿った標
準化の取組の推進

建設資材 • 天候や道路事情等により計画どおり
に搬出入が進まないことが日常的

⇒トラックの荷待ちへの関心が薄い

• 多種多様な製品を邸別に仕分け
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業

• 工事現場における事前の段取りをデ
ジタル化したうえで「見える化」&「精緻

化」し、関係者の円滑な情報共有を推
進

• 運送と荷役の分離の推進

• 複数のユーザーが一貫して活用でき
る標準コードを導入し、入出荷検品を
目視から電子化

• 元請業者による物流へのマネジメント
の強化

• 伝票情報や物流情報を現場が容易に
アクセスできる環境整備を促進

紙・パルプ
（洋紙・板紙）

• 製品での差別化ができず、不十分な
リードタイムや少量多頻度納品、附帯
作業等の差別化による受注競争の商
習慣が定着

⇒低積載率での運行
⇒附帯作業の実施による長時間労働

• 発着荷主を含めた関係者間で十分な
協議を行い、リードタイムや少量多頻
度納品の緩和、平準化、附帯作業の
軽減等の対策を実施

• 発注者の製造計画等を関係者で共有
化・見える化する取り組みを推進

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 共同保管・共同輸送の実現に向けた取
組みの推進

• 荷役の機械化を推進

紙・パルプ
（家庭紙）

• 製品単価が安価であるため、パレット
化のための投資が進まない

⇒手荷役による長時間労働

• 製品が安価かつ嵩張るため、小売り
の物流センターでは取り扱われず、か
つ、小売店舗での保管も困難

⇒家庭紙のみを少量多頻度で毎日納品

• 発着荷主の連携によるパレット化

• 物流負荷を軽減させるコンパクト製品
の切替

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 「手積み手卸しの解消」を共通認識に、
パレット化の早急な促進

• 消費者へ製品メリットの積極的な周知
を行うなど、コンパクト製品の普及促進
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中継輸送の普及促進について

「中継輸送とは」
長距離運行を複数のドライバーで分担する輸送形態 労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する

１．中継輸送の概要
実施事業者名、中継方式、
中継輸送の経路 等

２．中継輸送の取組み内容
中継輸送の
輸送ネットワークを整理

3.取組みに向けた課題

本事例から見える中継輸送
成功の秘訣
中継輸送の特徴や工夫点を整理

４．中継輸送の導入効果

平成２９年３月に、中継輸送の実施に当たって検討
すべき事項や必要となる資料等について、分かりや
すく解説した手引書を作成
＜手引書の項目＞
・中継輸送の実施ルール、枠組み、運用の詳細、協
定書の項目例 等

【中継輸送イメージ（日帰り運行の実現例）】 【中継輸送の実施に当たって（実施の手引き）】

中継輸送取組事例集について（令和２年１月29日公表）
【構成イメージ】

＜主な内容＞
・中継輸送の実施方式の説明（①トレーラー・
トラクター方式、②貨物積み替え方式、③ド
ライバー交替方式）
・中継輸送の実施方式（上記①～③）、実施方
法（「自社単独」、「複数事業者連携」）に
分けて整理
・事例ごとの取組内容や中継輸送成功の秘訣を
記載

・手引きの策定後、様々な事業者で中継輸送の
取組が進展

・各事業者の中継輸送の取組内容や成功の秘訣
等を取りまとめ、他の事業者が中継輸送を始
める際の参考となる「実行モデル」となるよ
う、「中継輸送の取組事例集」を公表

【事例集の掲載ＨＰ】

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000103.html
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「ホワイト物流」推進運動に関する主な取組状況

平成３１年３月末、令和２年３月末、上場会社
等（約６，３００社）に参加要請文を送付

１，１３６社が自主行動宣言を提出

（令和２年１２月末日現在）

自主行動宣言

「徳光＆木佐の知
りたいニッポン！」
（BS・TBS）
６月２日・９日

放送

政府広報（随時）

アジア・シームレス物流
フォーラム2019東京
パネルディスカッション
「ホワイト物流」

全都道府県での説明会、日本商工会議所等の団
体での説明会・講演会等を実施
事業者の取組事例等を紹介するセミナーを開催

講演会・セミナー（平成３１年４月～）ポータルサイトの開設（平成３１年４月～）

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知

自主行動宣言の受付、賛同企業の公表

動画の掲載等、内容を充実

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知
6



トラック運送事業の取引環境適正化に向けたセミナーの開催

昨年１０月から１２月にかけて全国１０カ所（札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、
福岡、那覇） で、トラック運送事業の取引環境適正化に向け、荷主やトラック運送事業者が物流改善
の取組を進めるためのノウハウなどを提供することを目的とした「「ホワイト物流」推進運動セミ
ナー」を開催。全会場で約６００名が参加。
今年度は、１１月以降、オンライン形式（Webセミナー）にて実施する方向で調整中。

プログラム（昨年度）

セミナーの様子（昨年度）

東京会場 名古屋会場 大阪会場

セミナー１ 「ホワイト物流」推進運動の取組事例紹介
・「自主行動宣言」における推奨項目毎の具体的な取組事例の紹介
・「自主行動宣言」提出企業による取り組み事例の紹介など

セミナー２ トラック運送業の取引の適正化について
・荷主と運送事業者間に求められる契約の書面化等適正な取引の実施に係る周知など

セミナー３ 飲料配送研究会報告書の概要について
・飲料配送時に関係者間で発生するトラブル等に係る取扱いの説明など

セミナー４ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会TDM（物流関係）への取組について
・大会開催時の交通混雑緩和を目指す「2020ＴＤＭ推進プロジェクト」の協力のお願いなど
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取引環境・労働時間改善へ向けた取組

●トラック運送事業は、国内の物流の基幹輸送として、国民生活や経済活動に欠かすことのできない産業だが、慢性的な運転者不足から、近い将来“もの
をつくっても運べない”と言った事態が危惧される

●こうした状況から、令和2年4月24日、国土交通省はトラック運送業がその機能を持続的に維持しながら、法令を遵守して経営する際の参考となる
「標準的な運賃」を告示、各県トラック協会主催の説明会を開催

●関係省庁等との連携の下、荷主企業と物流事業者が連携して相互に改善を提案していく「ホワイト物流」推進運動を強力に推進

国土交通省

標準的な運賃 「ホワイト物流」推進運動
●「ホワイト物流」推進運動ポータルサイトより、「自主行動宣言様式フォーマット」を
ダウンロードし、自主行動宣言を作成して事務局に提出

●普及セミナーの実施

取組方針
事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方
改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り
組みます。

法令遵守への配慮
法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物
流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

契約内容の明確化・遵守
運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業
者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

現在の賛同企業数
令和2年12月31日時点 1136社 ※うち中部管内２００社全ト協が把握して

いる荷主業者約４万
５千者に、自動車局
及び全ト協連盟の文
書及び荷主向けリー
フレットを送付

●「ホワイト物流」推進運動セミナー

日 程：令和2年12月10日（木）、17日（木）

開催方法：ＺＯＯＭウェビナーによる
オンラインセミナー

参加人数： 10日 792名、17日 730名

推奨項目

「自主行動宣言」の必須項目
中部運輸局管内で実施した「標準的な運賃」普及セミナー

●広報活動

令和２年１２月１５日（火）
日本経済新聞（朝刊・全国版）
へ「標準的な運賃」の広告掲載

日程 場所 参加者数

10月8日 吹上ホール 142名

10月21日 一宮市民会館 71名

10月28日 とよはし芸術劇場 62名

静岡 10月2日 静岡県トラック会館 ５Ｆ 55社56名

10月13日 岐阜県自動車会館６Ｆ ５０名

10月14日
岐阜県トラック協会

加茂支部２Ｆ
２０名

9月15日 福井県トラック会館３F ２２名

北部輸送サービスセンター ３０名

福井
9月16日 福井県トラック会館３F ２４名

愛知

岐阜

三重
11月12日 三重県トラック会館 ３F ３４名

11月13日

8



＜申請者＞
バス（乗合、貸切）事業者
タクシー事業者
トラック事業者
※ 原則 法人単位（都道府県単位での申請も可能）

＜申請方法＞
認証実施団体である「一般財団法人 日本海事協会

（CLASS NK）」が受付、審査及び認証手続きを実施。

※ 書類確認、審査委員会による審査の上、認証を実施。
※ インターネットによる電子申請も可
※ 関係書類の保存義務、無作為抽出での事後確認あり。

＜料金（予定）＞
審査料： ５万円（税別）／１申請あたり
（インターネットにより電子申請の場合、３万円（税別）に割引）

登録料： ６万円（税別） ／１申請あたり

＜申請受付期間＞
令和２年９月１６日～１２月２５日
※ 翌年１月以降、審査結果を申請者に通知。

＜認証結果等の活用（予定）＞
厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票

への記載や、認証事業者と求職者のマッチング支援を
検討。また、求人エージェントと連携し、先進的な取組

みを広く発信予定。

評価制度の創設により、職場環境改善に向けた各事業者の取り組みを「見える化」。求職者
のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促す。また、更なる改善取り組みを促すことで、より
働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図る。

＜認証の審査要件＞

中小事業者による申請を容易にし、取組み
の円滑な浸透、普及を図る観点から、

① 法令遵守等
② 労働時間・休日
③ 心身の健康
④ 安心・安定
⑤ 多様な人材の確保・育成

の５分野について、基本的な取組要件を満た
せば、「１つ星」認証を取得可能。

併せて、自主的、先進的な取組みを参考点
として点数化。
※ 参考点は、翌年度以降の「２つ星」、「３つ星」の制度設
計に向けた検討材料としても活用。

自動車運送事業のための「働きやすい職場認証制度」の概要
（正式名称：運転者職場環境良好度認証制度）
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トラック事業における働き方改革の推進
令和２年度予算額：９５百万円

トラック運送事業は他の産業に比べて長時間労働、低賃金の状況にあり、ドライバー不足が深刻な課題。

このため、労働生産性の向上、多様な人材の確保・育成、取引環境の適正化等に資する事業を実施し、働き方改革による労働条件改善
を推進する。

①輸送品目別の取組の強化

②「ホワイト物流」推進運動の展開 ③長時間労働の是正に向けた調査事業

深刻化する運転者不足に対応し、産業活動等に必要な物流を安定的
に確保するため、荷主、物流事業者等関係者が連携して強力に推進。

（具体的な取組内容）

荷主・物流事業者の取組事
例の集約及びセミナー等に
よる展開
荷主等に対する「「ホワイト
物流」推進運動」の参加に
向けた呼びかけ
ポータルサイトの運営 等

宅配便の再配達の削減
集荷・配達サービスの見直しへの理解
引越時期の分散
ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽに駐車しない 等

荷待ち時間の削減
荷役の機械化
契約の書面化 等

働きやすい環境の整備
女性運転者の活用
物流の改善提案 等

物流事業者

国民

企業等
連携して取組を推進

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

トラック輸送における物流の生産性向上やトラックドライバーの長時間労働の

改善のためには、個々の輸送品目ごとに抱える課題等に違いがあることから、

輸送品目ごとの課題把握や改善策の検証が不可欠。

①荷待ち件数が特に多い分野で設置した輸送品目別懇談会（加工食品、建設資
材、紙・パルプ）において得られた改善策や好事例を全国に展開するとともに、
必要に応じて引き続き、課題解決のための検討・検証を実施。

②メーカー（製）、中間流通・卸（配）、小売（販）のサプライチェーン全体での生産

性向上が求められるその他の輸送品目についても、課題把握や改善策の検討・

検証を実施。

③地方においても協議会等を活用し、各地方の実態を踏まえた改善策を検討・検

証するとともに、改善策や好事例の普及・浸透を図る。

トラック運送事業の実態調査
（荷待ち・荷役・労働時間など）

ドライバーの働き方改革を進め、コンプライ
アンスが確保できるようにするためには、長
時間の荷待ち等を発生させないことが重要。

デジタルタコグラフの荷待ち記録のプローブ
データを用いて荷待ちが多く発生している地
域を推定

令和元年６月から乗務記録への記載が義務
付けられた荷役作業時間等の状況を把握す
るための調査を実施

＜事業概要＞

＜事業概要＞ ＜事業概要＞

943 加工食品

460
生鮮食品

452 住宅用資材

339 紙（ロール紙、洋紙等）328
飲料、酒

303
建築・建設用金属製品

172
金属部品・金属加工品

140セメント・コンクリート

126宅配便・特積み貨物

120家庭紙

1004その他

N=4,387（件数）

は、既に懇談会を
設置している品目

生産性向上に向けたＩＴ機器に関する調査事業

点検等 運転 荷待 荷役 付帯他 休憩 不明

13：27

「荷待ち時間がある運行」（46.0%）

「荷待ち時間がない運行」（54.0%）

平均拘束時間

11：34
平均拘束時間

1運行あたりの荷待ち時間の分布
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トラック事業における働き方改革の推進

トラック運送業は他の産業に比べて長時間労働、低賃金の状況にあり、ドライバー不足が深刻な状況にある。
働き方改革による労働条件改善を推進するため、（１）労働生産性の向上、（２）多様な人材の確保・育成、（３）取引環境の適正化等
に資する事業を実施する。

＜事業概要＞
いわゆる求貨求車システムで
あるWebkit（※）等の民間取引
ツールの運用改善を促し、運
賃・料金（燃料サーチャージ等）
の収受状況改善、多層構造解
消等の取引適正化を図るため、
民間が持つデータ等の国の施
策への活用方策について調
査・検討を行う。

宅配便の再配達の削減

集荷・配達サービスの見直しへの理解

引越時期の分散

ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽに駐車しない 等

荷待ち時間の削減

荷役の機械化

契約の書面化 等

働きやすい環境の整備

女性運転者の活用

物流の改善提案 等

物流事業者

国民

企業等

連携して取組を推進

②求貨求車システムの活用による取引環境適正化 【新規】

＜事業概要＞

深刻化する運転者不足に対応し、産業活動等に必要な物流を
安定的に確保するため、荷主・物流事業者等の関係者が連携し、
「ホワイト物流」の取組をさらに推進する。

④「ホワイト物流」推進運動の推進 【継続】

＜事業概要＞

輸送品目別の労働条
件改善に関する懇談会
や地方協議会において
検討してきた課題に対
する改善策等について、
地域特有の課題に応じ
た深掘りを行った上で、
セミナー等を通じて浸透
を図る。

③労働条件改善に向けた取組の浸透 【新規】

＜事業概要＞

平成30年改正後の貨物自動車
運送事業法の目的である取引環
境適正化の実現に向け、標準的
な運賃を令和２年４月に告示した
ところ、この浸透状況を含む労働
実態等について調査・検討を行う。
また、長時間の荷待ちをさせて
いる荷主等の通報制度のさらなる
活用方策について検討を行う。

①トラック運送事業の実態把握等 【新規】

1運行あたりの荷待ち時間の分布

（具体的な取組内容）

荷主・物流事業者の取組事例
の集約及びセミナー等の展開
荷主等に対する「ホワイト物流」
推進運動の参加に向けた呼び
かけ
ポータルサイトの運営 等

取組項目：
（１）、（３）

取組項目：
（３）

取組項目：
（２）、（３）

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

取組項目：
（２）、（３）

概要

荷物・車両情報
登録

⇒ マッチング

Webkit

荷
主

B運送

①依頼

②契約成立

納品先

③集荷

④納品

A運送

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

生鮮食品

セメント・コンクリート

日用品 鉄鋼厚板・金属薄板等金属
米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

398

350

339

326

168

1,515

98
281

141 182

加工食品

94

総件数：3,892

（調査時期：平成29年７月中の２週間）

※ 自社ネットワークを持たない中小事業者を中心に、荷物の積合せや帰り荷の確保
等、
荷物とその引受け事業者のマッチングを可能とするシステム（社団法人が運営）。

令和３年度予算案額 ８５百万円
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【資料２】

周知・要請事項について



新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響調査 （貨物自動車運送業）

【雇用調整助成金】

○支援の活用状況

【資金繰り支援】

（政府系・民間金融機関による融資、持続化給付金等）

※調査方法：貨物自動車運送事業者110者（総事業者62,461者）に対して業界団体より影響をアンケート調査

37者
（34％）46者

（42％）

９者
（８％）17者

（16％）

（回答：109者）

（回答：110者）

32者
（29％）

16者
（15％）

53者
（48％）

９者
（８％）

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

〇運送収入については、20%以上減少した事業者が、 ７月は全体の26％であったが、８月は21％となった。

〇品目別の運送収入については、自動車メーカー等の生産活動の停滞等の影響で、鉄鋼厚板その他金属素材、完成自動車等の
荷動きが引き続き低調傾向であり、８月は鉄鋼厚板等について34％、完成車等については23％減少。

〇支援制度については、資金繰り支援を42％の事業者が活用しており、34％の事業者が給付済み。雇用調整助成金を44％の事
業者が活用し、29％の事業者が給付済みとなっている。

品目別の運送収入で顕著な影響がみられるもの（前年同月比）
３月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲19％

鋼材・建材などの建築・建設用金属製品：▲20％

４月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲27％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲19％

５月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲28％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲45％

６月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲30％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲39％

７月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲28％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲23％

８月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲34％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲23％

９月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲25％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲20％

10月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲29％
完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲19％

51%
33%

18%
13%

17%
19%

24%
24%
24%

26%
35%

42%
31%

40%
31%

31%
30%
29%

9%
22%

26%
27%

23%
24%

24%
30%
33%

9%
5%

6%
20%

8%
13%

15%
9%
7%

5%
5%

8%
9%

12%
13%

6%
7%
7%

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

影響なし・増加 0%～10％程度 10%～20％程度 20%～30％程度 30%～50％程度

（９・10月は見込み）

○運送収入（前年同月比）（９・10月は見込み）
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台風等の異常気象時における輸送の目安の設定

昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下
で荷主が輸送を強要し、トラックが横転や水没するような事態が生じている。

このような状況を受け、(公社)全日本トラック協会より、異常気象時に輸送の拒絶や中止することが
可能となるような基準を策定するよう要請があり、令和２年２月２８日付けで通達を発出。

【通達の概要等】

気象庁が作成する風速や雨量により車両等へ与える影響度合いを示す資料等を基に、気象状況に
応じた輸送可否の判断を行うための目安を提示。

荷主団体に対して、輸送の安全の確保が困難な状況下での輸送依頼を抑制するよう、傘下会員へ
の周知を依頼。

通達案についてパブリックコメントを実施（令和２年１月６日～同月１７日）。

＜異常気象時に輸送する際の目安＞ ＜気象庁作成の資料＞

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措
置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について（平成２１年９月２９日
付け国自安第７３号、国自貨第７７号、国自整第６７号）」に基づき行政処分を行う。

気象状況 雨の強さ等 気象庁が示す車両への影響 輸送の目安※

降雨時

２０～３０mm/h ワイパーを速くしても見づらい
輸送の安全を確保するための措置を
講じる必要

３０～５０mm/h 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効か
なくなる（ハイドロプレーニング現象）

輸送を中止することも検討するべき

５０mm/h以上 車の運転は危険 輸送することは適切ではない

暴風時

１０～１５m/s 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風
に流される感覚を受ける 輸送の安全を確保するための措置を

講じる必要

１５～２０m/s 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる

２０～３０m/s 通常の速度で運転するのが困難になる 輸送を中止することも検討するべき

３０m/s以上 走行中のトラックが横転する 輸送することは適切ではない

降雪時 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき

視界不良 (濃霧・
風雪等)時 視界が概ね２０ｍ以下であるときは輸送を中止することも検討するべき

警報発表時 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

【別表】異常気象時における措置の目安
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荷主への働きかけ等のフロー

国土交通省 関係行政機関

荷主情報を提供・共有
法附則第１条の２第１項・第６項

地方支分部局等からの荷主に関する情報

働きかけ

要請

勧告・公表

公
正
取
引
委
員
会

法附則第１条の２第７項

法附則
第１条の２第２項

法附則
第１条の２第３項

法附則
第１条の２第４項

・第５項

違反原因行為（※）を荷主がしてい
る疑いがあると認める場合

荷主への疑いに相当な理由がある場合

要請してもなお改善されない場合

独占禁止法の不公正な取引
方法に該当すると疑うに足り
る事実を把握した場合

荷主への疑いに相当な理由がある場合
（働きかけを行わずに要請を行う場合もあり）

「法」：貨物自動車運送事業法

国土交通省が関係行政機関と協力して
荷主に対し理解を得るための働きかけを実施

国土交通省が関係行政機関と協力して
荷主に対し要請を実施

国土交通省が関係行政機関と協力して
荷主に対し勧告を実施

（※）トラック事業者が法又は法に基づく命令に違反
する原因となるおそれのある行為をいう。
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荷主に対する働きかけを実施する場合の考え方

トラック事業者に対する貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導や、国土交通省が実施する監査

において、違反原因行為をしている疑いがあると認められる場合

貨物自動車運送事業法本則に基づく荷主勧告制度による協力要請等を受けたことがあり、引き続き違反原因行

為をしている疑いがあると認められる場合

国土交通省や関係行政機関、地方運輸局等の地方支分部局に対し、違反原因行為に関する同様の情報等が

度々寄せられ、違反原因行為をしている疑いがあると認められる場合

「違反原因行為」に該当しうる荷主の行為の例

過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において、荷主都合による長時間の

荷待時間を恒常的に発生させているような行為

過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に貨物量を増やすように指示するような行為

最高速度違反を招くおそれがある行為として、適切な運行では間に合わない到着時間が指定されるような行為

輸送の安全確保義務違反を招くおそれのある異常気象時など、安全な運行の確保が困難な状況で運行を強要

するような行為

過労運転や過積載運行などの法令違反をしなければ正常な事業運営ができなくなるような不当に低い運賃や料

金を設定するような行為

（例）

（例）

法附則第１条の２第２項に基づく荷主に対する働きかけの考え方
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・国土交通省では、荷主等による長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務の強要など、トラック運送事業者の
皆様がコンプライアンス確保に影響しうる輸送を行わざるを得ない実態を把握し、今後の施策に活用するための「意
見等の募集窓口」を設置いたしました。

・本窓口は、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、本人の同意
なく、提供された情報に基づき投稿者、事業者又は荷主に問い合わせを行うことはありませんので、このような内容
に関する情報等がございましたら投稿して下さい。

輸送実態把握のための意見等の募集について

このページのＱＲコード

https://yusou-jittai.mlit.go.jp/
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【資料３】

本協議会における今後の取組みについて



協議会 検討テーマ 実証実験

北海道 生鮮食品 生鮮食品（農産物）

青森 生鮮食品（農産物）

岩手 生鮮食品（畜産物）

宮城 生鮮食品

秋田 生鮮食品（農産物）

山形 加工食品

福島 生鮮食品

茨城 加工食品

栃木 紙・パルプ（段ボール）

群馬 加工食品

埼玉 紙・パルプ（段ボール）

千葉 加工食品

東京 飲料・酒 飲料・酒

神奈川 加工食品

山梨 加工食品

新潟 加工食品（調整中）

長野 生鮮食品（調整中）

富山 建設資材（調整中）

石川 加工食品（調整中）

愛知 加工食品（調整中）

静岡 紙・パルプ 紙・パルプ

岐阜 加工食品、紙・パルプ、建設資材

三重 加工食品・建設資材

福井 加工食品、紙・パルプ、建設資材

協議会 検討テーマ 実証実験

大阪

加工食品 加工食品（調整中）

京都

兵庫

滋賀

奈良

和歌山

広島 建設資材（調整中）

鳥取 建設資材（調整中）

島根 加工食品（調整中）

岡山 飲料・酒（調整中）

山口 建設資材

徳島 紙・パルプ

香川 紙・パルプ

愛媛 加工食品

高知 加工食品

福岡 加工食品、生鮮食品（農産物）

佐賀 加工食品、生鮮食品（農産物）

長崎 加工食品

熊本 生鮮食品（生乳） 生鮮食品（生乳）

大分 加工食品

宮崎 加工食品

鹿児島
生鮮食品（鶏卵）、
生鮮食品（青果物）

生鮮食品（鶏卵）、
生鮮食品（青果物）

沖縄 加工食品

令和２年度「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の取組

昨年度に引き続き、協議会ごとに対象輸送分野（地域における課題のある輸送分野、過去の実証実験のフォローアッ
プ対象の輸送分野、荷待ち時間に課題のある『加工食品、建設資材、紙・パルプ、飲料・酒、生鮮食品』の輸送分
野）の議論を深化する。

一部の地方協議会においては、今年度も実証実験を実施予定。
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令和２年度の輸送品目別取組強化事業について

平成２９年７月に実施した荷待ち時間実態調査において、３０分以上の荷待ち時間が生じた件数が多
い品目（加工食品、建設資材、紙・パルプ）について懇談会を立ち上げて、課題整理や改善策につい
て検討を行い、その結果を踏まえて品目ごとのガイドラインを策定（令和2年5月公表）。

加工食品、建設資材、紙・パルプの各品目については、ガイドラインにおいて示した今後の取組の方
向性に沿って、引き続き課題解決のための方策について検討・検証を実施する。

また、平成２９年７月及び平成３０年１１月に実施した荷待ち時間の実態調査において、荷待ち時間
が生じた件数が多かった「生鮮食品」及び「飲料、酒」について、課題整理や改善策の検討を実施す
る。

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

943 加工食品

460 生鮮食品

452 住宅用資材

339
紙（ロール紙、洋紙等）

328
飲料、酒

303
建築・建設用金属製品

172
金属部品・金属加工品

140セメント・コンクリート

126宅配便・特積み貨物

120家庭紙

1004その他

N=4,387（件数）

は、既に懇談会を設置している品目

398

350

339

326

281
182168141

98
94

1515

加工食品

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

N=3,892（件数）

生鮮食品

セメント・コンクリート

日用品 鉄鋼厚板・金属薄板等金属

米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

平成２９年７月調査 平成３０年１１月調査

は、今後懇談会設置を検討する品目
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令和２年度の輸送品目別取組強化事業について（飲料・酒）

【取組概要】

• 「飲料・酒」の物流は、メーカーから小売業者の物流センター又は加工食品、飲料・酒を扱う卸業者の倉庫を経由して、小売店舗に配送されている。
よって、「飲料・酒」の関係者の多くは「加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」（「加工食品懇談
会」という。）と重複する。

• 関係者からは「「飲料・酒」も「加工食品」と課題・打ち手の方向性は同じであるため、これを踏まえて検討を行うべきである」との声があった。

• 「飲料・酒」についてはパレット輸送が標準となっているなど、「飲料・酒」特有の荷待ち時間発生要因はないのではないかという関係者の声が多い。
よって、同じ倉庫で取り扱われている「加工食品」の荷待ち時間削減方策をさらに追求することが「飲料・酒」の荷待ち時間削減にも資すると考えら
れる。

• また、「飲料・酒」において既に取り組まれているパレット化や取引コードの共通化等について、「加工食品」においても促進していくことが、「飲料・
酒」、「加工食品」両方の物流改善につながるとの意見がある。

• 他方、自動販売機のような飲料・酒特有の要素も存在する。これについては新たな論点として検討する必要がある。

• 以上を踏まえ、令和２年度においては、加工食品懇談会に「飲料・酒分科会」を設け、昨年度までの加工食品懇談会等の議論を前提としつつ、さら
なる取組みの深度化を図ることとする。

【スキーム概念図】

加工食品懇談会

飲料・酒分科会
【メンバー】

加工食品懇談会のメンバーを基本としつつ、飲料メーカー、飲
料の取扱いの多い卸業者、自動販売機オペレーターを加える。

【検討イメージ】

加工食品懇談会
ガイドライン

加工食品分野
物流標準化

アクションプラン

SIP
物流・商流データ基盤

の検討

・荷待ちを減少させる取組（予約受付システム等）の検討

・加工食品懇談会ガイドラインやアクションプランで課題とされた取り組みの
中から飲料・酒分野で取組実施 等

【スケジュール案】

９月18日 第１回分科会

※実証実験案について

９月～ 実証実験等開始

※３～５事業程度を想定

２月中旬 第２回分科会

※実証実験結果のとりまとめ

【アウトプットイメージ】

加工食品懇談会において策定したガイドラインに実証実験結果
を踏まえた内容を追補する。 22



令和２年度の輸送品目別取組強化事業について（生鮮食品他）

【取組概要】

• 生乳の輸送に関する物流課題解決のための実証実験を実施する。※生鮮食品を分析したところ、「生乳」物流の荷待ちが多いことから選定

• 紙・パルプ（洋紙・板紙分野）、紙・パルプ（家庭紙分野）、建設資材それぞれのガイドラインで示した今後の取組みの方向性に沿って実証実験を実
施する。

• それぞれのガイドラインに実証実験結果を踏まえた内容を追補する。※生鮮食品（生乳）については、サプライチェーンの関係者が限られているこ
とから、新たに懇談会の設置やガイドラインの策定は行わず、パイロット事業のガイドラインに反映

【スケジュール案】

９月上旬 各実証実験等開始

３月上旬 実証実験結果とりまとめ

３月中 ガイドライン反映

【輸送品目別ガイドライン（建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙））で示した今後の取組の方向性（抜粋）】

荷主の配慮義務を踏まえた建設業の取引適正化の取組みの推進 ⇒ 元請業者による物流へのマネジメントの強化

ICTの活用による情報の共有化の推進 ⇒ 伝票情報や物流情報を現場が容易にアクセスできる環境整備を促進

附帯作業の軽減 ⇒ 車上渡しを原則としつつ、役割分担を整理し、納品条件を明確化

建設資材

共同保管及び共同配送の実現に向けて ⇒ サプライチェーン全体の効率化を考慮したメーカー共同倉庫の設置等を検討

附帯作業の軽減 ⇒ 役割分担の明確による取引条件等の見直しとともに、危険が伴う作業（俵二段積み等）については機械化を促進

段ボール分野の方向性 ⇒ ①少量多頻度輸送及びリードタイムの改善、②薄型段ボールへの転換、③ユニットロードの標準化を注力

紙・パルプ（洋紙・板紙）

パレット化の早急な促進 ⇒ 「手積み・手卸しを解消する」ということを共通認識として、更なる取組を促進

コンパクト製品の普及促進 ⇒ 消費者へ製品メリットの積極的な周知を行い、サプライチェーン全体で検討を継続

小売店舗への配送方法の改善 ⇒ 都市内物流の効率化に向け、さらなる関係者が連携した取組を促進

紙・パルプ（家庭紙）
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貨物自動車運送事業における輸送実態調査 （案）

トラックドライバーの労働時間の内訳、荷待ち時間の詳細、荷役作業に関する契約の有無等、長時間
労働の実態及び原因を明らかにし、取引慣行の改善や労働時間短縮のための検討に資することを目的
に、平成２７年度に「トラック輸送状況の実態調査（アンケート調査）」を実施。

前回調査からの改善状況等を確認するため、今年度、トラック事業者やドライバーを対象としたフォ
ローアップ調査を実施予定。

調査概要

平成２７年度に調査を実施

前回調査からの
改善状況等を
確認するための
調査を実施予定
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手待ち 1 回あたりの待ち時間の分布 

（荷役作業前に待った時間） 

高速道路の利用割合と拘束時間の関係(15) 手待ち時間の発生状況(16)(17) 

1 運行あたりの手待ち時間の分布 

荷主都合による手待ち時間の発生状況(18)(19) 
平均
時間

時間指定あり ( 45.2%) 1:07

午前・午後の指定あり ( 16.7%) 1:06

時間指定なし ( 38.1%) 1:07

時間指定の有無別
（延べ発生回数：13,295回）

荷主都合による手待ち時間の長い
上位５品目

（延べ発生回数：13 ,011回）

発生
回数

平均
時間

原木・材木等の林産品 365回 1:28

完成自動車・オートバイ 66回 1:24

日用品 528回 1:23

壁紙・タイルなど住宅用資材 248回 1:22

鋼材・建材などの建築･建設用金属製品 1,122回 1:16

平均
時間

発荷主 ( 48.5%) 1:11

着荷主 ( 51.5%) 1:03

発着荷主別
（延べ発生回数：13 ,101回）

～100㎞

101～200㎞

201～300㎞

301～400㎞

401～500㎞

501～600㎞

601㎞～

5:00

10:00

15:00

20:00

25:00

0％ 20％
未満

20％
～50％

50％
～80％

80％
以上

拘束時間

運転時間に占める高速道路利用割合

走行距離帯

～30分

22.5%

30分～1時間

22.4%
1時間～2時間

26.4%

2時間～

3時間
13.6%

3時間～

15.1%

平均時間

1時間45分

～30分

39.5%

30分～1時間

25.6%

1時間～2時間

21.2%

3時間～

6.2%

平均時間

1時間09分

１時間超 
55.1％ 

2 時間超 
28.7％ 

平均時間 
1時間 45分 

１時間超 
35.0％ 

2 時間超 
13.8％ 

平均時間 
1 時間 09 分 

2 時間～ 
3 時間 
7.6% 

 



令和３年２月 17 日 

静 岡 労 働 局 

 

 

令和２年度静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

提出資料一覧 

 

 

□ 「トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の取組」 

 

□ 「道路貨物運送業に対する労働時間等説明会について（報告）」 

 

□ 「『トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト』の活用につ

いて」 

□ 「トラック運転者のために、いま、取り組んで欲しいことがあります！」（ト

ラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト周知リーフレット） 

 

□ 改善基準告示の見直しについて 

 

 

                                   上記資料に関する照会先 

静岡労働局労働基準部監督課 

                                          電話 054-254-6352 

資料５－⓪ 



トラック運送業の働き方改革に
向けた厚生労働省の取組

厚生労働省 労働基準局

労働条件政策課

第12回トラック輸送におけ
る取引環境・労働時間改善
中央協議会及び第11回ト
ラック運送業の生産性向上
協議会配布資料（令和２年
10月７日）

【資料５－①】



４．令和３年度概算要求について

２．令和元年度予算事業 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

1

１．令和元年度予算事業 トラック運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業

３．令和２年度予算事業について

P.10

P.14

P.11

P.２



１．令和元年度予算事業 トラック運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業

平成30年度に策定した「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン」を荷主・トラック運送事業者に対して周知するためのセミナーを各地で計46回
開催した。

※当初は47都道府県で各１回以上、計50回実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、鳥取・静岡・広島・山口での開催を中止とした。

2

平成２８年度及び２９年度に各都
道府県で実施したパイロット事業
で得られた長時間労働改善等の知
見や、荷主とトラック事業者の協
力による取組を紹介。

荷主と運送事業者がトラック運転
者の労働時間削減に取り組む際の
“手掛かり”を整理したハンドブッ
ク。チェックシートに答えること
によって、取り組むべき課題を明
らかにする。

（１）荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー

（２）トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

平成30年度に作成した周知用コンテンツやガイドライン等をまとめたポータルサイトを令和元年
９月６日に開設。
荷主及び運送事業者向けに、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間削減に向け
た改善ハンドブック」を再整備した web上の自己診断ツールについて、同年12月19日に追加。

荷主と運送事業者の協力による取
引環境と長時間労働の改善に向け
たガイドライン

荷主と運送事業者のためのトラッ
ク運転者の労働時間削減に向けた
改善ハンドブック

第11回トラック輸送における取引環境・
労働時間改善中央協議会及び第10回
トラック運送業の生産性向上協議会資
料（令和元年10月９日）を一部改変
※下線部は変更点



「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を
荷主・トラック運送事業者に対して周知するためのセミナー

3

＜周知用リーフレットのイメージ＞○目的

厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主
企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とト
ラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供。

○概要

セミナーは東京・大阪・福岡において各２回、それ以外の道府県においては各１回
開催。事前申込制で、参加無料。「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータ
ルサイト」からオンラインでの申し込みが可能。

○セミナープログラム

・「荷主団体等の挨拶」及び「トラック運送事業者団体等の挨拶」

各都道府県に設置している「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会
（地方協議会）」の委員のうち、荷主団体等およびトラック運送事業者団体等の委員
による挨拶を依頼。地方協議会の活動との連携を図ることにより、広く荷主及びト
ラック運送事業者の参加を得ることを狙う。

・荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
の説明（委託先業者：株式会社富士通総研）

ガイドラインの内容に沿って、「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と「対
応策」について分かり易く説明。

・「ホワイト物流」推進運動について（国土交通省 地方運輸局（運輸支局））

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安
定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とした「ホワイト物流」
推進運動について説明。

・改正労働基準法のポイントについて（厚生労働省 都道府県労働局（労働基準監督
署））

時間外労働の上限規制については、2024年４月１日から自動車運転の業務にも適用される
こととなるため、労働基準法の改正内容について、ポイントを絞って説明。

（１）荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー
第11回トラック輸送における取引
環境・労働時間改善中央協議会及
び第10回トラック運送業の生産性
向上協議会資料
（令和元年10月９日）



4

開催スケジュール（都道府県順） 東京・大阪・福岡は各２回、それ以外の道府県は各１回開催

（１）荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー
第11回トラック輸送における取引
環境・労働時間改善中央協議会及
び第10回トラック運送業の生産性
向上協議会資料
（令和元年10月９日）を一部改変
※灰色塗りは開催済み
※緑色塗りは中止

No. ブロック
都道府
県

日程 時間 会場名称 部屋名 住所

1 北海道 北海道 2019/10/15 火
13:00～
16:00

北海道トラック総合研修センター 4階大会議室
北海道札幌市中央区南９条西１丁目１－１
０

2 東北 青森県 2020/01/30 木
13:00～
16:00

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室 青森県青森市大字荒川字品川111-3

3 東北 岩手県 2019/12/16 月
13:00～
16:00

マリオス(盛岡地域交流センター)
18階188会議
室

岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号

4 東北 宮城県 2020/02/19 水
13:00～
16:00

トークネットホール仙台(仙台市民会館) B1階展示室 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園４－１

5 東北 秋田県 2020/01/14 火
13:00～
16:00

秋田市文化会館 大会議室 秋田県秋田市山王七丁目3番1号

6 東北 山形県 2020/01/23 木
13:00～
16:00

山形県トラック協会
第１・２会議
室

山形県天童市蔵増1465-16

7 東北 福島県 2020/02/18 火
13:00～
16:00

福島県トラック協会 県中研修センター 大研修室 福島県郡山市喜久田町卸三丁目5番地

8 関東 茨城県 2019/10/21 月
13:00～
16:00

ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化セン
ター）

小ホール 茨城県水戸市千波町東久保697番地

9 関東 栃木県 2020/01/31 金
13:00～
16:00

栃木県トラック協会
本館2階研修
室

栃木県宇都宮市八千代1-5-12

10 関東 群馬県 2019/11/19 火
13:00～
16:00

群馬県トラック協会 大研修室 群馬県前橋市野中町595

11 関東 埼玉県 2019/12/09 月
13:00～
16:00

埼玉会館 3C会議室 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

12 関東 千葉県 2019/11/08 金
13:00～
16:00

千葉県トラック総合会館 研修室 千葉県千葉市美浜区新港212-10

13 関東
東京都
(1)

2020/01/20 月
13:00～
16:00

株式会社富士通総研 5階大会議室
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウス
タワー5階

14 関東
東京都
(2)

2020/02/07 金
13:00～
16:00

株式会社富士通総研 5階大会議室
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウス
タワー5階

15 関東
神奈川
県

2019/10/30 水
13:00～
16:00

神奈川県トラック協会 7階大研修室
神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-1 神奈
川県トラック総合会館

16
北陸信
越

新潟県 2019/11/21 木
13:00～
16:00

新潟県トラック協会 大研修室 新潟県新潟市新光町6-4

17
北陸信
越

富山県 2019/12/19 木
13:00～
16:00

富山県トラック会館 3階研修室 富山県富山市婦中町島本郷１番地５

18
北陸信
越

石川県 2019/12/18 水
13:00～
16:00

石川県地場産業振興センター 研修室5 石川県金沢市鞍月2丁目1番地

19 中部 福井県 2019/10/17 木
13:00～
16:00

福井県産業会館 本館展示場 福井県下六条町103番地

20 関東 山梨県 2020/01/24 金
13:00～
16:00

山梨県地場産業センター 大会議室 山梨県甲府市東光寺３-１３-２５

21
北陸信
越

長野県 2020/02/04 火
13:00～
16:00

長野県トラック会館 研修ホール 長野県長野市南長池710-3

22 中部 岐阜県 2019/11/18 月
13:00～
16:00

ワークプラザ岐阜 大ホール 岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7

23 中部 静岡県 2020/03/09 月
13:00～
16:00

静岡県トラック協会 大会議室 静岡県静岡市駿河区池田126-4

24 中部 愛知県 2020/02/20 木
13:00～
16:00

ウインクあいち 1202号室 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

25 中部 三重県 2020/02/10 月
13:00～
16:00

津センターパレス ホール 三重県津市大門７番１５号

No. ブロック
都道府
県

日程 時間 会場名称 部屋名 住所

26 近畿 滋賀県 2019/10/23 水
13:00～
16:00

滋賀県トラック協会 大ホール 滋賀県守山市木浜町2298番地の4

27 近畿 京都府 2019/11/26 火
13:00～
16:00

京都自動車会館 7,8会議室 京都府京都市伏見区竹田向代町５１−５

28 近畿
大阪府
(1)

2019/12/11 水
13:00～
16:00

大阪府トラック協会 会議室 大阪府大阪市城東区鴫野西2-11-2

29 近畿
大阪府
(2)

2020/01/15 水
13:00～
16:00

岸和田市立浪切ホール 小ホール 大阪府岸和田市港緑町1-1

30 近畿 兵庫県 2019/12/10 火
13:00～
16:00

神戸市産業振興センター 会議室901
兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8番4
号 （神戸ハーバーランド内）

31 近畿 奈良県 2019/11/27 水
13:00～
16:00

奈良県トラック会館 第2会議室 奈良県大和郡山市額田部北町981-6

32 近畿
和歌山
県

2019/11/06 水
13:00～
16:00

和歌山ビッグ愛 展示ホール 和歌山県和歌山市手平2丁目1-2

33 中国 鳥取県 2020/02/27 木
13:00～
16:00

鳥取県立倉吉未来中心
セミナールーム
３

鳥取県倉吉市駄経寺町212-5（倉吉パーク
スクエア内）

34 中国 島根県 2020/02/26 水
13:00～
16:00

島根県立産業交流会館（くにびき
メッセ）

大会議室501 島根県松江市学園南１丁目２−１

35 中国 岡山県 2020/01/17 金
13:00～
16:00

岡山商工会議所
大会議室
101,102

岡山県岡山市北区厚生町３－１－１５

36 中国 広島県 2020/03/16 月
13:00～
16:00

広島県トラック総合会館 大研修室 広島県広島市東区光町二丁目1-18

37 中国 山口県 2020/03/17 火
13:00～
16:00

山口南総合センター 多目的ホール 山口県山口市名田島１２１８番地１

38 四国 徳島県 2019/11/25 月
13:00～
16:00

アスティとくしま（徳島県立産業観光
交流センター）

第2特別会議
室

徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1

39 四国 香川県 2019/12/13 金
13:00～
16:00

サンメッセ香川 ホールB 香川県高松市林町2217-1

40 四国 愛媛県 2020/02/21 金
13:00～
16:00

愛媛県トラック協会 大会議室1 愛媛県松山市井門町1081-1

41 四国 高知県 2019/12/06 金
13:00～
16:00

高知県立県民文化ホール 第6多目的室 高知県高知市本町４丁目３−３０

42 九州
福岡県
(1)

2019/11/14 木
13:00～
16:00

福岡県トラック総合会館 402会議室 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-8

43 九州
福岡県
(2)

2020/01/28 火
13:00～
16:00

ウェルとばた 多目的ホール 福岡県北九州市戸畑区汐井町1番6号

44 九州 佐賀県 2019/10/29 火
13:00～
16:00

佐賀県トラック協会 研修会館 大会議室 佐賀県佐賀市高木瀬西三丁目1番20号

45 九州 長崎県 2019/10/28 月
13:00～
16:00

長崎県勤労福祉会館 講堂 長崎県長崎市桜町9-6

46 九州 熊本県 2019/12/03 火
13:00～
16:00

くまもと県民交流会館 会議室１
熊本県熊本市中央区手取本町8番9号 テト
リアくまもとビル

47 九州 大分県 2020/01/21 火
13:00～
16:00

大分県トラック協会 大会議室 大分県大分市向原西1丁目1-27

48 九州 宮崎県 2020/02/06 木
13:00～
16:00

宮崎市民プラザ 大会議室 宮崎県宮崎市橘通西１丁目１番２号

49 九州
鹿児島
県

2019/10/31 木
13:00～
16:00

かごしま県民交流センター
大研修室 第
4

鹿児島県鹿児島市山下町14-50

50 九州 沖縄県 2019/11/12 火
13:00～
16:00

九州沖縄トラック研修会館 第1研修室 沖縄県那覇市港町2丁目5番23号

4



5

（１）荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー

セミナーの参加者数

25%

49%

22%

4% 荷主

運送事業者

その他

未記入

※その他：社会保険労務士、地方銀行、報道機関など

参加者総計
参加者の内訳

荷主 運送事業者 その他 未記入

3,491人 870人 1704人 787人 130人

●「非常に有用/有用」、あるいは「非常に参考/参考」と回答した
参加者のアンケートコメント（自由記入）の例

・荷主として運送事業者と協力し拘束時間短縮に向けて活動していく重要性が
わかった。 (荷主)

・物流事業に関しての問題点が認識出来て、荷主としても作業改善等の対策の
必要性が急務と判断します。 (荷主)

・改善のためのアプローチが具体的に示されている。また国主導の中で関係者
に説明が進んでいるため、改善着手時の入口説明が省ける。 (荷主)

・運送業界の実情が見えず、荷主の視点で作業を行っていたので、少しでも
改善できるところは改善しなければならないという意識が芽生えた。(荷主)

・配送予定締め切り時刻の工夫等、コストをかけずに社内運用の見直しで解決
できることもあると知り、取り組みやすくなりました。（荷主）

・我々、運送事業者だけでは、改善できない事が多々あり、全てを順調に運用
するために、必要な事項が理解できた。 (運送事業者)

・出荷主との協議に着荷主も加わっていただくことが大事。（運送事業者）

・荷主様と一緒に参加させて頂きましたので、今後さらに理解を深めていただ
けると期待します。（運送事業者）

・荷主との定期的な協議会を設ける。お互いを知ってもらう、課題を共有、改
善することが重要と考えた。（運送事業者）

セミナー参加者のアンケート結果

セミナー参加の感想 セミナーはトラック運転者の労働
時間短縮のために参考になったか

地方テレビ局による報道

●本セミナーについて、複数の地方テレビ局の取材があり、

セミナー開催の様子等について報道された。

・北陸朝日放送（石川県）

・石川テレビ（石川県）

・富山テレビ放送（富山県） 等

19%

71%

9%
1%

非常に有用

だった

有用だった

あまり有用で

はなかった

有用ではな

かった

16%

70%

13% 1% 非常に参考に

なった

参考になった

あまり参考に

ならなかった

参考にならな

かった
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（１）荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー

北海道会場（87人参加）

佐賀県会場（109人参加）

セミナーの様子

群馬県会場（105人参加）

石川県会場（117人参加）

大阪府①会場（125人参加）

東京都①会場（133人参加）

徳島県会場（72人参加）

富山県会場（70人参加）

千葉県会場（90人参加）



トラック運転者の長時間労働改善に向けた周知用コンテンツやガイドライン等をまとめたポータルサイト

7

国民向け
トラック運転者の仕事を知るための情報や、トラック運転者の長時間労

働改善のために「できること」や「やって欲しいこと」に関する情報など
を提供。
国民・荷主企業向け周知用動画を令和元年12月19日に追加し、宅配ドラ

イバーの「生の声」を紹介するコンテンツを令和２年３月17日に追加。

企業向け
荷主企業とトラック運送事業者の双方に向けた、トラック運転者の労働

時間の改善を進めるための対応策や有用な好事例等のコンテンツを提供。
荷主企業やトラック運送事業者が貨物運送の現状に関するチェックシー

トに回答することにより、自社の取り組むべき課題を抽出できるweb診断
ツールを令和元年12月19日に追加。診断ツールの回答結果を分析した診断
結果レポートを公開し、随時更新。また、本ポータルサイトの広報コンテ
ンツ（ポスター、リーフレット）を令和２年７月21日に追加。

セミナー動画
令和元年度に実施した、トラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウ

ハウを広く荷主企業やトラック運送事業者に周知する（１）のセミナーの
動画を公開中。

○主なコンテンツ

「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト（国土交通省）との
連携
深刻化する運転者不足に対応し、産業活動等に必要な物流を安定的に確

保するとともに、経済の成長に寄与することを目的として、トラック輸送
の生産性の向上・物流の効率化、より「ホワイト」な労働環境の実現に取
り組む「ホワイト物流」推進運動についての情報を提供。

＜ポータルサイト トップ画面のイメージ＞（令和２年９月現在）

（２）トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト



■荷主企業・運送事業者向けコンテンツ web診断ツール「簡単自己診断」

8

「運転時間」「荷扱い時間・付帯作業時間」「待ち時間」
の３つの視点から、貨物運送の現状に関するチェックシート
に回答することで、トラック運転者の労働時間削減に向けて
自社の取り組むべき課題を抽出できるツール。

運送事業者向けページに診断結果の印刷機能を設け、荷主
との取引環境改善を支援。

＜STEP１＞

荷主企業向け、運送事業者向けの各ページより、「輸送品目」「診
断項目」を選択する

＜STEP２＞

表示された質問に、当てはまるものについてチェック

＜STEP３＞

自己診断結果と、改善のための施策候補の紹介

＜STEP４＞※運送事業者向けページ

診断結果・施策候補等を印刷可能

（２）トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 追加コンテンツ①

✔ 荷主企業の協力が必要な事項や、施策を実施することで、
荷主企業が得られるメリットを紹介

⇒トラック運送事業者が荷主企業に対して「意見交換・検討
する場」の必要性を説明するための材料として活用可能

※令和２年８月５日現在の「簡単自己診断」実施件数 780件

（内訳：荷主380件、運送事業者400件）



（参考）ポータルサイトでは、トラック運転者の長時間労働改善に向けた好事例の紹介として、
山梨県での平成28年度の取組事例、和歌山県での平成29年度の取組事例の動画もそれぞれ掲載。
（トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会におけるパイロット事業の取組を紹介）

■国民・荷主企業向けの周知用動画 「トラック運転者の「いま」とあなたにできること」

9

トラック運転者が運転以外にどんな仕事をしているのかと
いう点を主軸に据えて、トラック運転者が置かれた実態と
その改善に必要な取組を紹介。

・動画は、厚生労働省YouTube公式チャンネルに投稿・公開してお
り、ポータルサイトの動画紹介ページから閲覧することが可能

・令和２年９月11日時点の再生回数 7,100回

動画は、厚生労働省YouTube公式チャンネルに投稿・
公開しており、ポータルサイトの企業向けページから
閲覧することが可能

※ 和歌山県の事例動画は地元TV局が制作したもの

・山梨県の事例動画

令和２年９月11日時点の再生回数 11,300回

・和歌山県の事例動画

令和２年９月11日時点の再生回数 2,200回

（２）トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 追加コンテンツ②



２．令和元年度予算事業 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

働き方改革推進支援センター トラック運送事業者へのサポート事例

10

●働きやすい職場環境づくりのための規則等の整備と管理職の意識改革

「A社」（静岡県／運送業／労働者数31名）

【支援前の状況】
 働きやすい環境づくりに向けて、下記４点を実施するための専門家のアドバイスが欲しい。

①賃金規程の整備

②就業規則の整備

③研修体制の整備

④管理職の意識改革

【専門家の支援】
 M&Aによる新しい組織づくりを実施しているという事業者の状況を踏まえ、取組の方向性が企業理念の内容に沿ったものであるこ

とを確認しながら、少しずつ整備を進めることを助言した。

 専門家による管理職への面談を行い、働き方改革への対応状況についてヒアリングを実施。その結果を踏まえて、取組を実効性の

あるものとするために、管理監督者が率先して、時間外労働の上限規制適用に向けた土台づくりを行うことが重要であることを助

言した。

【支援後の効果・声等】
 上記の助言を踏まえ、直近の目標として、２年後を目途に「高卒者を受け入れられる職場環境づくり」を目指していくことを確認。



３．令和２年度予算事業について

自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策

予算額 1.5億円
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■ トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトの継続運用・拡充

荷主に向けた自動車運転者の労働時間短縮のための周知用動画の掲載等、順次拡充。

■ 自動車運転者の労働時間に係る実態把握（ハイヤー・タクシー、トラック、バス）

トラック運転者と同様に長時間労働の実態があるハイヤー・タクシー、バスの運転者を含む自動車運転者の

労働時間の改善に向け、まずはその労働時間に係る実態把握を実施。

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

予算額 91億円
■ 働き方改革推進支援センター

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し前向きに取り組むことが重要であるため、

47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置。

①長時間労働の是正、②同一労働同一賃金の実現、③生産性向上による賃金引上げ、④人手不足の緩和など

の労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて、

○ 窓口相談の実施、企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 労務管理などの専門家が事業所への個別訪問などにより、36協定届・就業規則作成ツールや

業種別同一労働同一賃金マニュアル等を活用したコンサルティングの実施

○ 各地域の商工会議所・商工会・中小企業中央会・市区町村等への専門家派遣による相談窓口への派遣

などの、技術的な相談支援を行う。



■発荷主企業・着荷主企業向け周知用動画
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（１）トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 追加コンテンツ

（イメージ）

トラック運転者の長時間労働改善に向け、荷主・運送事業者が取り組む内容について、平成30年度に策定
した「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」における取組の
進め方をもとに、荷主・運送事業者が取引環境と長時間労働の改善に向けた取組を実際に始めるに当たり、
両者の具体的な交渉過程等をドラマ形式（アニメーション）で再現。

～あらすじ～

ある運送事業者は、トラック運転者の長時間労働の改善に向けた取組について、荷主に協力を依頼する
が、断られてしまう。運送事業者は、インターネットで見つけた「トラック運転者の長時間労働改善に向け
たポータルサイト」において、「簡単自己診断」を実施。その自己診断結果に記載されている荷主のメリッ
トを参考に、再度、荷主と交渉したところ、その取組によるメリットについて、荷主に納得してもらうこと
に成功。取組にかかる費用の応分負担について協議した上で、早速、取組を実施することとなった。

発荷主企業向け動画 着荷主企業向け動画 （イメージ）



（２）働き方改革推進支援センターについて
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「働き方改革推進支援センター」って何？

「働き方改革推進支援センター」は、就業規則の作成方法、賃金規定の

見直し、労働関係助成金の活用など、『働き方改革』に関連する様々な

ご相談に総合的に対応し、支援することを目的として、全国47都道府県

に設置されています。

お近くの支援センターや出張所を、是非お気軽にご利用ください。

★ 以下の４つの取組をワンストップで支援しま

す。

① 長時間労働の是正

② 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者

の待遇改善

③ 生産性向上による賃金引上げ

④ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善

例えば、
以下のようなことを
総合的に検討して支援！

・弾力的な労働時間制度

・業種に応じた業務プロ
セス等の見直し方法

・利用できる国の助成金

働き方改革推進支援センター連絡先一覧

働き方改革推進支援センター
（47都道府県に設置）

出張所

中小企業等

地域の商工会議所・商工会等

▶ 身近な場所での、セミナーや
出張相談会への参加

▶ ご希望に応じて、労務管理・企業経
営等の専門家が企業への個別訪問
によりコンサルティングを実施
（就業規則や賃金制度等の見直し、
労働時間短縮 など）

商工会議所・商工会、中央会等で、
セミナーの開催や出張相談会を実施

＋
▶ 電話・メール、来所による相談
（労働時間制度、賃金制度等に
関する一般的な相談）

名称 住 所 電話番号

北海道働き方改革推進支援センター 札幌市中央区北１条西３丁目３－33 リープロビル３階 0800-919-1073

青森働き方改革推進支援センター 青森市青柳２－２－６ 0800-800-1830

岩手働き方改革推進支援センター 盛岡市仙北２－10－17 0120-664-643

宮城働き方改革推進支援センター 仙台市宮城野区原町１－３－43 0120‐97‐8600

秋田働き方改革推進支援センター 秋田市大町３－２－44大町ビル３階 0120-695-783

山形働き方改革推進支援センター 山形市香澄町３－２－１ 山交ビル４階 0800-800-3552

福島県働き方改革推進支援センター 福島市御山字三本松19－３ 0120-541-516

茨城働き方改革推進支援センター 水戸市三の丸２丁目２－27 リバティ三の丸 ２階 0120-971-728

栃木働き方改革推進支援センター 宇都宮市宝木本町1140ー200 0800-800-8100

群馬働き方改革推進支援センター 前橋市元総社町528－９ 0120-486-450

埼玉働き方改革推進支援センター さいたま市大宮区吉敷町１丁目103 大宮大鷹ビル306号 0120-729-055

千葉働き方改革推進支援センター 千葉市中央区中央４－13ー10 千葉県教育会館本館４階 0120-17-4864

東京働き方改革推進支援センター 新宿区西新宿１－22－２ 新宿サンエービル１階 0120-232-865

神奈川働き方改革推進支援センター 横浜市中区尾上町５－77－２ 馬車道ウエストビル６階 0120-910-090

新潟働き方改革推進支援センター 新潟市中央区天神１丁目12番地８号 LEXN B ５階 0120-009-229

働き方改革推進支援センター富山 富山市桜橋通り６番11号 富山フコク生命第２ビル ５階 0800-200-0836

石川働き方改革推進支援センター 金沢市尾山町９－13 金沢商工会議所会館３階 0120-319-339

ふくい働き方改革推進支援センター
福井市西木田２－８－１ 福井商工会議所１階（ふくいジョブス
テーション）

0120-14-4864

山梨働き方改革推進支援センター 山梨県中巨摩郡昭和町河西1232－1 ＨＵＣＯＭ ２階 0120-755-455

長野働き方改革推進支援センター 長野市大字中御所字岡田131ー10 0800-800-3028

ぎふ働き方改革推進支援センター 岐阜市神田町６丁目12番地 シグザ神田５階 0120-226-311

静岡働き方改革推進支援センター 静岡市葵区追手町44番地１ 静岡産業経済会館５階 0800-200-5451

愛知働き方改革推進支援センター
名古屋市千種区千種通７－25－１ サンライズ千種３階（タスクー
ル内）

0120-006-802

三重働き方改革推進支援センター 津市栄町２丁目209 セキゴン第２ビル２階 0120-111-417

滋賀働き方改革推進支援センター 大津市打出浜２番１号 コラボしが21 ５階 滋賀経済産業協会内 0120-100-227

京都働き方改革推進支援センター 京都市中京区亀屋町１６７－１ ディ・ピュイ亀屋ビル３階 0120-417-072

大阪働き方改革推進支援・賃金相談
センター

大阪市北区天満２－１－30 大阪府社会保険労務士会館５階 0120-068-116

兵庫働き方改革推進支援センター 神戸市中央区港島中町６丁目１番地 神戸商工会議所会館９階 0120-79-1149

奈良働き方改革推進支援センター 奈良市西木辻町343番地１ 奈良県社会保険労務士会館 0120-414-811

和歌山働き方改革推進支援センター 和歌山市西汀丁36 和歌山商工会議所２階 0120-731-715

働き方改革サポートオフィス鳥取 鳥取市富安１－152 SGビル４階 0800-200-3295

島根働き方改革推進支援センター 松江市母衣町55番地４ 島根県商工会館７階 0120-514-925

岡山働き方改革推進支援センター 岡山市北区厚生町３丁目１番15号 商工会議所ビル１階 0120-947-188

広島働き方改革推進支援センター 広島市中区基町11ー13 合人社広島紙屋町アネクス４階 0120-610-494

働き方改革サポートオフィス山口 山口市吉敷下東１丁目７番37号 アネックス鳳陽Ｂ 0120-172-223

徳島働き方改革推進支援センター 徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館２階 0120-967-951

香川働き方改革推進支援センター 高松市番町２丁目２番２号 高松商工会議所会館５階 0800-888-4691

愛媛働き方改革推進支援センター 松山市大手町２丁目５－７ 松山商工会館別館１階 0120-005-262

高知県働き方改革推進支援センター 高知市布師田3992－２ 高知県中小企業会館１階 0120-899-869

福岡働き方改革推進支援センター 福岡市中央区天神４－４－11 天神ショッパーズ福岡８階 0800-888-1699

佐賀働き方改革推進支援センター 佐賀市川原町８－27 平和会館１階 0120-610-464

長崎働き方改革推進支援センター 長崎市五島町３－３ プレジデント長崎２階 0120-168-610

熊本働き方改革推進支援センター 熊本市中央区細工町４丁目30－１ 扇寿ビル５階 0120-04-1124

大分働き方改革推進支援センター 大分市府内町１－４－16 河電ビル202号 0120-450-836

みやざき働き方改革推進支援セン
ター

宮崎市橘通東４－１－４宮崎河北ビル７階 0120-975-264

鹿児島働き方改革推進支援センター 鹿児島市下荒田３－44ー18 のせビル２階 0120-221-255

沖縄働き方改革推進支援センター 那覇市前島２－12－12 セントラルコーポ兼陽205
0120-420-780
0120-420-781



４．令和３年度概算要求について

自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

概算要求額 1.5億円

14

■ 荷主間の協力による取組促進、ポータルサイトの継続運用・内容拡充・周知広報

荷主間の協力による取組についての周知用コンテンツの掲載等、ポータルサイトを順次拡充し、周知広報を実
施。

■ 自動車運転者の労働時間に係る実態把握（ハイヤー・タクシー、トラック、バス）

トラック運転者と同様に長時間労働の実態があるハイヤー・タクシー、バスの運転者を含む自動車運転者の

労働時間の改善に向け、その労働時間に係る実態把握を実施。

概算要求額 67億円■ 働き方改革推進支援センター

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し前向きに取組むことが重要であるため、

47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置。

①長時間労働の是正、②同一労働同一賃金の実現、③生産性向上による賃金引上げ、④人手不足の緩和など

の労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて、

○ 窓口相談の実施、企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 労務管理などの専門家が事業所への個別訪問などにより、36協定届・就業規則作成ツールや

業種別同一労働同一賃金マニュアル等を活用したコンサルティングの実施

○ 各地域の商工会議所・商工会・中小企業中央会・市区町村等への専門家派遣による相談窓口への派遣

などにより、ポスト・コロナの時代の新しい働き方（リモートワークを前提とした労働環境における
働き方等） も踏まえながら、技術的な相談支援を行う。
また、業種別団体に対し専門家チームによる支援を行うことにより、効果的・効率的な支援を行う。



 
【令和２年度静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会提出資料】 
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道路貨物運送業に対する労働時間等説明会について（報告） 

 

１ 基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 時間外労働の上限規制に関する適用猶予業務への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県内の道路貨物運送事業者に対する労働時間等説明会の開催状況 

① 開催時期、場所、参加者数等 

＜令和元年度（実績）＞ 計７回開催（389 社、478 名が参加） 

管轄署 会 場 月 日 参加事業場数 参加者数 

三島 東部分室（沼津市） 10 月 18 日 34 社 42 名 

島田 中部分室（吉田町） 10 月 23 日 56 社 66 名 

富士 富士分室（富士市） 10 月 24 日 85 社 95 名 

磐田 中遠分室（袋井市） 10 月 29 日 43 社 57 名 

静岡 
静岡県トラック会館 
（静岡市駿河区） 

11 月６日 67 社 83 名 

沼津 東部分室（沼津市） 11 月 12 日 49 社 60 名 

浜松 西部分室（浜松市東区） 11 月 15 日 55 社 75 名 

〇 働き方改革を推進し長時間労働の是正を図るには、事業主が労働時間に関す

る法制度等を理解した上で、適正な労務管理を行うことが必要。 

〇 特に、中小規模の事業場においては、法令に関する知識や労務管理体制が必

ずしも十分でない場合が多いと考えられる。 

 

〇 事業場が法制度を十分に理解し、長時間労働の削減に向けた自主的な取組が

促進されるよう支援を行うことが重要。 

〇 自動車運転の業務については、時間外労働の上限規制の適用が令和６年４月

から開始（＝令和６年３月まで猶予）。 

 

〇 労働基準法第 36 条の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準が

適用されていなかったことから、令和６年３月までの猶予期間中の長時間労働

削減等に関する自主的な取組が重要。 

〇 時間外労働の上限規制を中心とした改正労働基準法等の内容や、労働時間に 

関する法制度等について、周知・理解の促進に向けた労働時間等説明会を開催。 

資料５－② 



 
【令和２年度静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会提出資料】 
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＜令和２年度（実績）＞ 計７回開催（165 社、168 名が参加） 

管轄署 会 場 月 日 参加事業場数 参加者数 

静岡 
静岡県トラック会館 
（静岡市駿河区） 

10 月６日 41 社 42 名 

島田 中部分室（吉田町） 10 月６日 23 社 24 名 

磐田 中遠分室（袋井市） 10 月 14 日 21 社 21 名 

浜松 西部分室（浜松市東区） 10 月 14 日 23 社 24 名 

富士 富士分室（富士市） 10 月 26 日 20 社 20 名 

沼津 東部分室（沼津市） 10 月 26 日 21 社 21 名 

三島 東部分室（沼津市） 11 月 10 日 16 社 16 名 

 

② 説明テーマ及び説明者（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ そのほか：個別相談の実施 

〇説明会当日、働き方改革推進支援センター（静岡労働局委託事業）から派遣される

専門スタッフ（社会保険労務士）が、参加者からの労務管理に関する相談に個別に

対応。 

  

☑ 改正労働基準法等（時間外労働の上限規制、年５日の年次有給休暇の取得等）

について【静岡労働局】 

☑ 時間外・休日労働協定（36 協定）を含む労働時間に関する法制度全般について

【静岡労働局】 

☑ 道路貨物運送業の墜落・転落災害の防止対策等について【静岡労働局】 

☑ 一般貨物自動車運送業に関する標準的な運賃の届出について【静岡運輸支局】 

説明会の様
子（静岡県ト
ラック会館） 

パ ワ ー ポ イ ン
ト、パンフレッ
ト等を使用して
の説明 

新型コロナウイ
ルス感染症の感
染予防対策を講
じた上で開催 



 
【令和２年度静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会提出資料】 
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４ 令和３年度の労働時間等説明会の開催方針 

今年度までと同様、次年度も引き続き労働時間等説明会を開催する。 

なお、開催時期、回数、説明内容、（これまでの説明会への不参加事業者に対する）開催案内の

方法等について、静岡県トラック協会、静岡運輸支局、静岡労働局で調整した後に開催する。 

説明会及び個別相談の
開催について、静岡県ト
ラック協会から案内 

静岡県トラック情報（静岡
県トラック協会発行）2020
年 10 月号より抜粋 



【令和２年度静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会提出資料】 

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の活用について 

 

荷主、運送事業者による「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の

活用促進に向けた取組（次の①②）を実施。 

  

① ポスターの掲示、リーフレットの配布等による周知 
 
       ＜ポスター＞             ＜リーフレット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 広報誌等への掲載による利用案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※ ポータルサイトの活用については、機関紙「中小企業静岡（静岡県中小企業団体中央

会発行）」2020 年９月号、「労基しずおか（静岡県労働基準協会連合会発行）」2020

年 10 月号などに掲載いただくことにより利用勧奨を実施。 

厚生労働省静岡労働局だより 
（静岡労働局発行）2020 年９
月号より抜粋 

資料５－③ 



企業のみなさまへ

国民のみなさまへ

と解決よろず相談ッサ 

トラック運転者の仕事を知ってみよう
統計からみるトラック運転者の仕事

動画・写真でみるトラック運転者の仕事

トラック運転者の「生の声」

トラック運転者の
労働時間削減に
向けてあなたに
できること、
やって欲しいこと

情報いろいろ宝箱

荷主のみなさまへ

運送事業者のみなさまへ

簡単自己診断

荷主のみなさま向け

運送事業者のみなさま向け

（2020/07）

動画コンテンツ動画コンテンツ
トラック運転者の「いま」とあなたにできることトラック運転者の「いま」とあなたにできること

トラック運転者のために、いま、トラック運転者のために、いま、
取り組んで欲しいことがあります！取り組んで欲しいことがあります！

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/

今後公開予定の
コンテンツは、裏面に！

掲載コンテ
ンツの一部

を

ご紹介しま
す！

トラック運転者トラック運転者トラック運転者
物流を支える物流を支える物流を支える
いま、考えてみませんか？いま、考えてみませんか？いま、考えてみませんか？

のこと。のこと。のこと。
トラック運転者
物流を支える
いま、考えてみませんか？

のこと。

トラック運転者の長時間労働が問題になっています。
今こそ、荷主と運送事業者が協力しあって、トラック運転者の労働時間短縮に取り組むことが必要です。
皆さまの取組に役立つ様々な情報を、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
に集めました！

トラック運転者の労働時間短縮に取り組んでいただく
第一歩は、「トラック運転者」の仕事を知ることです。
そこで、統計情報や、トラック運転者へのインタビュー
など、様々な情報を掲載しています。ぜひご覧ください！

トラック運転者の労働時間短縮に取り
組むために国民の皆さまに「できること」
「やって欲しいこと」を分かり易く掲載し
ています。
今日からでも取り組める内容ばかりです。
ぜひご覧ください！

簡単な質問に答えるだけで、潜んでいるかもしれ
ない問題、そして、その問題を解決する施策候補
までも簡単に確認できる自己診断です。
トラック運転者の労働時間短縮で、荷主にとっ
てどんなメリットがあるのかも掲載しています。

長時間労働改善に関わる
様々な疑問をＦＡＱ方式で
掲載しています。

長時間労働改善に活用できる
各種マニュアルを掲載しています。

動画コンテンツ
トラック運転者の「いま」とあなたにできること

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト



今こそ始めてみませんか？
トラック運転者のために、
「発荷主」ができること。

今こそ始めてみませんか？
トラック運転者のために、
「着荷主」ができること。

今後、公開予定の今後、公開予定の
新規コンテンツをご紹介します！新規コンテンツをご紹介します！

　　　　　　
ドラマ仕立ての動画コンテンツ！ドラマ仕立ての動画コンテンツ！

　　　　　　

※令和2年度中に掲載予定。掲載予定日は、本ポータルサイトで告知させていただきます。

「発荷主が、取り組む」そして「着荷主が、取り組む」

発荷主、着荷主、そしてトラック運送事業者が、
「どのように具体的な取組を進めるのか」を、
ドラマ仕立てで再現しました。

皆さまが日常業務を思い浮かべて「確かにそう
だ」と共感できる、2本の動画を掲載します！

サプライチェーンのイラストをクリックする
だけで、労働時間短縮に繋がる施策候補など
が簡単にわかります。

テーマは「今こそ始めてみませんか？トラック運転者のために、”荷主”ができること」！
トラック運転者の労働時間短縮には、荷主の皆さまの協力が必要です！

イラストから、簡単に施策などを確認　
「始めてみよう改善活動」！「始めてみよう改善活動」！

　　　　　　

皆さまのサプライチェーンを思い浮かべてみてください！

株式会社 富士通総研
厚生労働省委託事業者 担当名：沖原・亀廼井（かめのい）・田村

電　話：03-6424-6754　
メール：fri-truck-seminar@dl.jp.fujitsu.com

お問合せ窓口

を思い浮かべて「確かにそう
本の動画を掲載します！

を確認

運行計画や
一般道のみの走行で

発荷主

集荷 複数
配送

輸 送 着荷主

もしかして もしかして

生産遅れや
検品などの付帯作業で

荷受け体制や
手卸し作業で

もしかしてもしかして

長時間労働に
なってるかも？

集荷で

長時間労働に
なってるかも？

もしかして

複数配送で

長時間労働に
なってるかも？

長時間労働に
なってるかも？

トラック運転者の労働時間には、改善基準告示というルールがあります。 内容を確認してみましょう。

長時間労働に
なってるかも？

車庫発

車庫着



改善基準告示の見直しについて

厚生労働省 労働基準局

監督課

第12回トラック輸送におけ
る取引環境・労働時間改善
中央協議会及び第11回ト
ラック運送業の生産性向上
協議会配布資料（令和２年
10月７日）

【資料５－⑤】



改善基準告示の見直しについて

（１）自動車運転者の労働時間等に係る専門委員会の設置について

1

■設置趣旨

■調査事項

♦ 自動車運転者は、他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあるため、過労死防止の観点から、
働き方改革関連法施行後５年の特例適用までの間、速やかに改善基準告示の見直しを検討するよう求め
られた（※）ところ。（※）平成30年５月25日付け衆議院厚生労働委員会附帯決議、同年６月28日付け参議院厚生労働委員会附帯決議

♦ 自動車運転者の多様な勤務実態や、業務の特性を踏まえた基準を定めるため、全国の運送事業者、自
動車運転者を対象に実態調査を行い、実態調査の結果を踏まえ、改善基準告示見直しの議論を行うもの。

（１）「自動車運転者の労働時間等
の改善のための基準」の見直し
に係る事項

（２）その他、自動車運転者の健康
確保、過労死防止や労働時間の
短縮等に関し、必要な事項

ト
ラ
ッ
ク

バ
ス

ハ
イ
・
タ
ク

国土交通省

オブザーバー

藤村 博之 法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
首藤 若菜 立教大学経済学部教授
貫 正和 全国交通運輸労働組合総連合トラック部会事務局長
世永 正伸 全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長
浜島 和利 日本通運（株）執行役員
馬渡 雅敏 公益社団法人全日本トラック協会副会長

寺田 一薫 東京海洋大学大学院海洋工学系流通情報工学部門教授
両角 道代 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
久松 勇治 日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長
松永 次央 全国自動車交通労働組合連合会書記長
清水 始 西新井相互自動車（株）代表取締役社長
武居 利春 昭栄自動車（株）代表取締役

小田切 優子 東京医科大学公衆衛生学分野講師
川田 琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
池之谷 潤 日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長
鎌田 佳伸 全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長
齋藤 隆 京成バス（株）代表取締役社長
槇田 浩昭 東武バスウエスト（株）取締役社長



改善基準告示の見直しについて
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（参考）働き方改革関連法の国会附帯決議事項（自動車運転者関係）

働き方改革関連法の国会附帯決議事項 （自動車運転者関係）

参議院厚生労働委員会附帯決議（平成30年６月28日）

二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働
時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等
についても、時間外労働の原則的上限は月45時間、年360時間であり、労使は36協定を締結するに際して全ての事業場がまず
はその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に抑制すべきことについて指針に明記し、当該労使
に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成に向けた労使の取組を政府として適切に支援すること。

六、時間外労働時間の上限規制が５年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶予期間に
おいても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進める
こと。

七、自動車運転業務の上限規制については、５年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年960時間という水準に
設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥って
いる運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行
できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、実効性ある実
労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、５年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに当たっては、一
般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・業務についてだけ
でも先行的に適用することを含め検討すること。

八、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等
の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、トラック運転者につ
いて、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務の特性を十分に踏まえて、
労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。

九、改正労働基準法第140条第１項の遵守に向けた環境を整備するため、荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に講
ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた環境整備に資する実効性ある具体的取組を速
やかに推進すること。

衆議院厚生労働委員会附帯決議（平成30年５月25日）

二 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に
実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を進めること。特に、自動車運転業務については、長時
間労働の実態があることに留意し、改正法施行後５年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善基準告示の
見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。

第156回労働政策審議会労働条件
分科会資料
（令和元年11月25日）より抜粋



改善基準告示の見直しについて

（２）自動車運転者の労働時間等に係る専門委員会の今後の進め方について

3

♦ 令和元年11月25日 労働条件分科会 ： 「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置

♦ 令和元年12月19日 第１回専門委員会 ： 議論の進め方、実態調査検討会の設置

♦ 令和２年１月～令和２年３月 実態調査検討会（※）の開催（計９回）

♦ 令和２年６月12日 第２回専門委員会 ： 実態調査の方向性について

♦ 令和２年８月27日 第３回専門委員会 ： 実態調査の概要について、調査票（案）について

♦ 令和２年10月５日 第４回専門委員会 ： 実態調査の詳細について、調査票（案）について

♦ 令和２年10月頃～令和２年12月頃 ： 実態調査の実施

♦ 令和３年４月 ～ 令和４年 ： 改善基準告示見直しに向けた議論

・ 業態別の作業部会、専門委員会を複数回開催予定

・ 令和３年度は、必要に応じて、随時、調査等を実施予定

・ 令和４年12月までに、改善基準告示改正

♦ 令和６年４月 ： 改善基準告示施行

検討のスケジュールについて

・ハイヤー・タクシー
令和２年１月30日、２月14日、３月10日
・トラック
令和２年1月31日、２月17日、３月６日
・バス
令和２年１月31日、２月27日、３月25日

（※）実態調査検討会



（参考）実態調査の概要について

・ 改善基準告示の見直しにあたっては、自動車運転者の多様な勤務実態など業務の特性等を踏まえた検討を行う必要があることから、全国の自動車
運転者の労働時間等の実態を把握するための調査を実施することとしている。
・ 事業者に対して通信調査（書面）、自動車運転者に対し通信調査及びヒアリング調査を、それぞれ実施するもの。

調査対象営業所数 調査対象自動車運転者数 内訳

ハイヤー
タクシー

188営業所 3,760人 47都道府県×4営業所×20名

トラック 705営業所 4,230人 47都道府県×15営業所×6名

バス
400営業所

乗合280(一般路線200、高速80)、
貸切120

1,600人
乗合1,120人(一般路線800人、高速320人)、
貸切480人

47都道府県×8.5営業所×４名

通信調査（書面）数の内訳について
事業者 自動車運転者

通信調査
（書面） ○ ○

ヒアリング
調査 ー ○

実態調査の種類について

① 委託業者から、営業所（※１）の労務担当者等
に調査票（※２）、（※３）を送付する。

（※１） 企業において、最も車両数の多い営業所
（※２）事業者調査票と自動車運転者調査票
（※３）バスについては、本社労務担当者に調査票を送付する

【事業者が行うこと】
② 営業所の労務担当者等から、選定条件に合致し
た自動車運転者に対し自動車運転者調査票
（封筒含む）を手交し、記入を依頼する。

③ 営業所の労務担当者等は事業者調査票に必要
事項を記入(※４)の上、期日までに同封の返信用
封筒で委託業者に事業者調査票を送付する。

（※４）同封のQRコードで回答し、送信する方法も可能

【自動車運転者が行うこと】
④ 営業所の労務担当者等から、自動車運転者調
査票（封筒含む）を交付された後、自動車運転
者調査票に必要事項を記入（※５）し、期日まで
に同封の返信用封筒で委託業者に自動車運転
者調査票を送付する。（※６）

（※５）同封のQRコードで回答し、送信する方法も可能
（※６）ヒアリング調査については、委託業者が、自動車運転者の通信調査の

結果を確認後、業態毎に数十人対象を選定し、実施する。

実態調査の流れについて

第３回自動車運転者労働時間等専門委員会資料
（令和２年８月27日）より抜粋
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